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2025 年 12 月 25 日 一部改正 
2025 年 7 月 30 日 技術委員会 審議 
2025 年 12 月 19 日 国土交通大臣 認可 

 

鋼船規則 C 編関連（2025 年改正 1） 

改正対象 
鋼船規則 A 編，C 編 
鋼船規則検査要領 A 編，C 編 
高速船規則 

改正理由 
鋼船規則 C 編は，2022 年 7 月に全面的な改正が行われたが，その後の関連業界

からのフィードバックを参考に，規則の実用性，使用性向上を目的として，継続

的な見直しを行うとともに，より安全性，合理性に配慮した規則となるよう研究

開発で得られた知見を適切に規則に反映することとしている。 
 
今般，規則の見直し結果及び研究開発成果を反映すべく，関連規定を改める。 

改正内容 
(1) 上甲板上に重量物を積載する船舶に対する要件を規定するとともに，当該船舶

に対する Notation “Heavy Deck Carrier”を新たに規定する。 
(2) 外板に付加物を取り付ける場合の要件を規定する。 
(3) サイドフレームに関する要件の適用を多層甲板船まで拡大するとともに，船種

ごとに要件を整理する。 
(4) 波形隔壁上部における断面係数の低減要件を規定する。 
(5) 座屈の影響を考慮する係数を改める。 
(6) ストラットを考慮した二重底の防撓材に対する軽減係数について改める。 
(7) ピラーの座屈強度評価に用いる荷重の明確化を行う。 
(8) 任意で応力集中部を評価する場合の許容基準を規定する。 
(9) 液化ガスばら積船（独立型タンクタイプ C 方式）に対して，貨物倉解析による

強度評価を新たに規定する。 
(10) 定義の明確化及び誤記修正 

施行及び適用 
2026 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶に適用。ただし，申出により先取

りで適用可。 
 

 
 
 

ID:DH25-01
規則の節･条タイトルの末尾に付けられ

たアスタリスク (*) は，その規則に対応

する要領があることを示しております。 

注：参考として本改正案には近々に公表される一部改正の内容も含めております。 
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鋼船規則 A 編 総則 鋼船規則 A 編 総則  

1 章 通則 1 章 通則  

1.2 船級符号への付記 1.2 船級符号への付記  

1.2.4 船体構造・艤装等* 1.2.4 船体構造・艤装等 
 

（省略） 
-11. C 編 2-5 編 10.6 の適用を受けた上甲板上に重量

物を積載する船舶であって，甲板下に貨物倉を有しない

ものについては，船級符号に“Heavy Deck Carrier”（略

号 HDCA）を付記する。 
-12. C 編 2-6 編の適用を受けた専ら積荷を積載しない

無人の自動車を運搬する多層甲板の船舶については，船

級符号に“Vehicles Carrier”（略号 VC）を付記する。 
（省略） 

（省略） 
（新規） 
 
 
 
-11. C 編 2-6 編の適用を受けた専ら積荷を積載しない

無人の自動車を運搬する多層甲板の船舶については，船

級符号に“Vehicles Carrier”（略号 VC）を付記する。 
（省略） 

改正内容(1) 重量物運

搬船に対する要件及

び Notation の規定 
-11.以下同様に項番号

が繰り上がる。 
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鋼船規則 C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通要件 

鋼船規則 C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通要件 

 

1 章 通則 1 章 通則  

1.3 強度評価の原則 1.3 強度評価の原則  

1.3.2 強度評価の際に考慮する因子 1.3.2 強度評価の際に考慮する因子 
 

1.3.2.8 設計荷重シナリオ 1.3.2.8 設計荷重シナリオ 
 

強度評価において考慮する設計荷重シナリオは，次の

(1)から(5)による。ただし，部材の位置，評価する強度の

種類に応じて，そのシナリオにおける構造応答が構造強

度に対して支配的とならないことが明らかな場合，その

シナリオの評価を省略することができる。 
(1) （省略） 
(2) 港内状態：港内の荷役時及び閉囲された水域にお

ける停泊時の構造応答を評価する。前者は荷役の

シーケンスにおいて一時的に生じ得る大きな構

造応答を評価し，後者は閉囲された水域における

波浪の影響を評価することを目的とする。 
（(3)から(5)は省略） 

強度評価において考慮する設計荷重シナリオは，次の

(1)から(5)による。ただし，部材の位置，評価する強度の

種類に応じて，そのシナリオにおける構造応答が構造強

度に対して支配的とならないことが明らかな場合，その

シナリオの評価を省略することができる。 
(1) （省略） 
(2) 港内状態：港内の荷役時及び保護された海域にお

ける停泊時の構造応答を評価する。前者は荷役の

シーケンスにおいて一時的に生じ得る大きな構

造応答を評価し，後者は保護された海域における

波浪の影響を評価することを目的とする。 
（(3)から(5)は省略） 

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
「保護された海域」

を，C 編中の表現に合

わせて修正する。ま

た，閉囲された水域に

おける，「停泊時」に

限らない波浪の影響

を評価する旨明確化

する。 
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3 章 構造設計の原則 3 章 構造設計の原則  

3.4 構造詳細の原則 3.4 構造詳細の原則  

3.4.4 外板 3.4.4 外板 
 

3.4.4.1 外板の局部補強 3.4.4.1 外板の局部補強 
 

外板に開口を設ける場合には，開口のすみに十分な丸

味を付け，必要に応じて，補強しなければならない。開

口部の補強は，次の(1)から(3)によること。 
(1) 300 mm を超える外板の開口には，二重張り，又

は厚板等で補強を行う。 
(2) 開口の補強は，船首尾部では参酌することがで

きる。  
(3) 開口コーナー部の R の大きさは，最小 100 mm 程

度とする。 

外板に開口を設ける場合には，開口のすみに十分な丸

味を付け，必要に応じて，補強しなければならない。開

口部の補強は，次の(1)から(3)によること。 
(1) 300 mm を超える外板の開口には，二重張り，又

は厚板等で補強を行う。 
(2) 開口の補強は，船首尾部では参酌することがで

きる。  
(3) 開口コーナー部の R の大きさは，最小 100 mm 程

度とする。 

 

3.4.4.2 外板への付加物の取付け （新規） 
 

付加物を外板に溶接して取付ける場合には，特別な考

慮を払わなければならない。  
改正内容(2) 外板への

付加物取付け 
外板に付加物を取り

付ける場合の要件を

規定する。 
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3.5 最小要件 3.5 最小要件  

3.5.2 細長比要件 3.5.2 細長比要件 
 

3.5.2.2 各種構造部材の板厚 3.5.2.2 各種構造部材の板厚 
 

-1. 各種構造部材の板厚𝑡（mm）は，次に示す評価基

準を満足しなければならない。 

𝑡 ൒
𝑏
𝐶
ට
𝜎௒

235  

𝑏： 板部材に対して，板幅（mm） 
  ウェブに対して，ウェブ深さ（mm）ただ

し，当該ウェブに防撓材が設けられている場

合は，防撓材を考慮した最大幅として差し支

えない。 
 面材に対して，ウェブの板厚中心から面材の

端部までの最大距離（mm） 
 円筒形断面のピラーに対して，板厚中心半径

（mm） 
𝐶： 細長係数で表 3.5.2-1.による。 

（-2.は省略） 

-1. 各種構造部材の板厚𝑡（mm）は，次に示す評価基

準を満足しなければならない。 

𝑡 ൒
𝑏
𝐶
ට
𝜎௒

235  

𝑏： 板部材に対して，板幅（mm） 
  ウェブに対して，ウェブ深さ（mm）ただ

し，当該ウェブに防撓材が設けられている場

合は，防撓材を考慮した最大幅として差し支

えない。 
 面材に対して，面材の片幅（mm） 

 
 円筒形断面のピラーに対して，板厚中心半径

（mm） 
𝐶： 細長係数で表 3.5.2-1.による。 

（-2.は省略） 

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
面材の板幅の定義を

明確化する。 
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4 章 荷重 4 章 荷重  

4.1 一般 4.1 一般  

4.1.2 考慮する設計荷重シナリオ及び荷重 4.1.2 考慮する設計荷重シナリオ及び荷重 
 

4.1.2.1  4.1.2.1  
 

-1. 1.3.2.8 に規定する船舶の設計荷重シナリオに応

じて，原則として，次に示す荷重を考慮しなければなら

ない。 
(1) （省略） 
(2) 港内状態：港内及び閉囲された水域において船体

に作用する垂直曲げモーメント等のハルガーダ

荷重並びに海水及び積載物等により生じる面外

荷重 
（(3)から(5)は省略） 

 

-1. 1.3.2.8 に規定する船舶の設計荷重シナリオに応

じて，原則として，次に示す荷重を考慮しなければなら

ない。 
(1) （省略） 
(2) 港内状態：港内及び保護された水域において船体

に作用する垂直曲げモーメント等のハルガーダ

荷重並びに海水及び積載物等により生じる面外

荷重 
（(3)から(5)は省略） 

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
 
「保護された水域」

を，C 編中の表現に合

わせて修正する。 

4.5 主要支持構造強度において考慮する荷重 4.5 主要支持構造強度において考慮する荷重  

4.5.2 最大荷重状態 4.5.2 最大荷重状態 
 

4.5.2.1 適用 4.5.2.1 適用 
 

-2. 7.3 に規定する二重船殻の要件においては，4.6.2
に規定する荷重を考慮しなければならない。ただし，ば

ら積乾貨物による内圧及び船殻重量等は，次の(1)及び

(2)の規定による。 
（(1)及び(2)は省略） 
-3. 7.4 に規定するピラーの要件においては，4.4.2 に

-2. 7.3 に規定する二重船殻の要件にあっては，4.6.2
に規定する荷重を考慮しなければならない。ただし，ば

ら積乾貨物による内圧及び船殻重量等は，次の(1)及び

(2)の規定による。 
（(1)及び(2)は省略） 
-3. 7.4 に規定するピラーの要件は，4.4.2 に規定する

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
表記ゆれを修正する 
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規定する荷重を考慮しなければならない。なお，4.4.2.8
に規定する青波荷重を適用する場合，係数𝑎の値及び

𝑃 ௐ_௠௜௡は表 4.5.2-1.によらなければならない。 
 

荷重を考慮しなければならない。なお，4.4.2.8 に規定す

る青波荷重を適用する場合，係数𝑎の値及び𝑃 ௐ_௠௜௡は表

4.5.2-1.によらなければならない。 
 

5 章 縦強度 5 章 縦強度  

記号 

本章に規定されない記号については，1.4 による。 
𝑀ௌ௏_௠௔௫，𝑀ௌ௏_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける非損傷状態での航海時のホ

ギング及びサギング状態の許容

静水中垂直曲げモーメント（kN-
m）で，4.3.2.2 の規定による。 

𝑀௉்_௠௔௫，𝑀௉்_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける港内状態でのホギング及び

サギング状態の許容静水中垂直

曲げモーメント（kN-m）で，

4.3.3.1 の規定による。 
𝑀ௐ௏ି௛，𝑀ௐ௏ି௦： 考慮する船体横断面の位置における

非損傷状態での航海時のホギン

グ及びサギング状態の波浪中垂

直曲げモーメント（kN-m）で，

4.3.2.3 の規定による。 
 
𝑄ௌ௏_௠௔௫，𝑄ௌ௏_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける航海時での正及び負の許容

静水中垂直せん断力（kN）で，

記号 

本章に規定されない記号については，1.4 による。 
𝑀ௌ௏_௠௔௫，𝑀ௌ௏_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける非損傷状態での航海時のホ

ギング及びサギング状態の許容

静水中垂直曲げモーメント（kN-
m）で，4.3.2.2 の規定による。 

𝑀௉்_௠௔௫，𝑀௉்_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける港内又は閉囲された水域で

のホギング及びサギング状態の

許容静水中垂直曲げモーメント

（kN-m）で，4.3.3.1 の規定によ

る。 
𝑀ௐ௏ି௛，𝑀ௐ௏ି௦： 考慮する船体横断面の位置における

非損傷状態での航海時のホギン

グ及びサギング状態の波浪中垂

直曲げモーメント（kN-m）で，

4.3.2.3 の規定による。 
𝑄ௌ௏_௠௔௫，𝑄ௌ௏_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける航海時での正及び負の許容

静水中垂直せん断力（kN）で，

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
「港内状態」に用語を

統一する。 
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4.3.2.2 の規定による。 
𝑄௉்_௠௔௫，𝑄௉்_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける港内状態での正及び負の許

容静水中垂直せん断力（kN）で，

4.3.3.2 の規定による。 
 
𝑄ௐ௏ି௣，𝑄ௐ௏ି௡： 考慮する船体横断面の位置における

非損傷状態での航海時の正及び

負の波浪中垂直せん断力（kN）
で，4.3.2.4 の規定による。 

x： 1.4.3.6 に定義する座標系における計算点の X
座標（m） 

z： 1.4.3.6 に定義する座標系における計算点の Z
座標（m） 

 

4.3.2.2 の規定による。 
𝑄௉்_௠௔௫，𝑄௉்_௠௜௡： 考慮する船体横断面の位置にお

ける港内又は閉囲された水域で

の正及び負の許容静水中垂直せ

ん断力（kN）で，4.3.3.2 の規定

による。 
𝑄ௐ௏ି௣，𝑄ௐ௏ି௡： 考慮する船体横断面の位置における

非損傷状態での航海時の正及び

負の波浪中垂直せん断力（kN）
で，4.3.2.4 の規定による。 

x： 1.4.3.6 に定義する座標系における計算点の X
座標（m） 

z： 1.4.3.6 に定義する座標系における計算点の Z
座標（m） 

5.2 降伏強度 5.2 降伏強度  

5.2.1 曲げ強度 5.2.1 曲げ強度 
 

 

表 5.2.1-1. 考慮する波浪中及び静水中垂直曲げモーメント 

状態 𝑀𝑆 𝑀𝑊 

最大荷重状態 
4.3.2.5 に示すホギング及びサギングの荷重ケースに対する 
波浪中垂直曲げモーメント及び静水中垂直曲げモーメント 

港内又は閉囲された水域での航行状態 𝑀௉்_௠௔௫又は𝑀௉்_௠௜௡ 0 
 

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
 
「港内状態」に用語を

統一する。 
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表 5.2.1-2. 許容垂直曲げ応力𝜎௣௘௥௠ 
状態 設計荷重 𝜎௣௘௥௠ 

最大荷重状態 （S+D） 175/K 
港内又は閉囲された水域での航行状態 （S） 149/K 

 

 
 
 
 
 

5.2.2 せん断強度 5.2.2 せん断強度 
 

 

表 5.2.2-1. 考慮する波浪中及び静水中せん断力 

状態 𝑄௦𝑄௪ 𝑄𝑤𝑄𝑠 

最大荷重状態 
4.3.2.5 に示すホギング及びサギングの荷重ケースに対する 

波浪中垂直せん断力及び静水中垂直せん断力 

港内又は閉囲された水域での航行状態 𝑄௉்_௠௔௫又は𝑄௉்_௠௜௡ 0 0 𝑄௉்_௠௔௫又は𝑄௉்_௠௜௡ 
 

𝑄௦と𝑄௪の列を入れ替

える。 
 
 
 
 
 
 

表 5.2.2-2. 許容垂直せん断応力 

状態 設計荷重 許容垂直せん断応力𝜏௜ି௣௘௥௠ 

最大荷重状態 （S+D） 110/k 
港内又は閉囲された水域での航行状態 （S） 102/k 

 

 
 
 
 
 
 

表 5.2.2-3. 隔倉積みを考慮して修正されたせん断力 

状態 隔倉積みを考慮して修正されたせん断力𝑄ௌ_௠ 

最大荷重状態 𝑄ௌௐ_௠ ൌ 𝑄ௌௐ ൅ 𝛥𝑄௠ௗ௙ 

港内又は閉囲された水域での航行状態 𝑄ௌௐ_௠ ൌ 𝑄ௌௐି௣ ൅ 𝛥𝑄௠ௗ௙ 

（省略） 
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附属書 5.1 高張力鋼の使用範囲 附属書 5.1 高張力鋼の使用範囲  

An1. 高張力鋼の使用範囲 An1. 高張力鋼の使用範囲  

An1.2 垂直方向範囲 An1.2 垂直方向範囲 
 

 

表 An1 基線及び甲板における応力 
状態 基線 甲板 

航海状態 𝜎௕௟ ൌ
|𝑀ௌௐ ൅𝑀ௐ௏|

𝐼௚௥
𝑧௡ ൈ 10ହ 𝜎ௗ௞ ൌ

|𝑀ௌௐ ൅𝑀ௐ௏|
𝐼௚௥

𝑉஽ ൈ 10ହ 

港内又は閉囲された水域で

の航行状態 
𝜎௕௟ ൌ

ห𝑀ௌௐି௣ห
𝐼௚௥

𝑧௡ ൈ 10ହ 𝜎ௗ௞ ൌ
ห𝑀ௌௐି௣ห
𝐼௚௥

𝑉஽ ൈ 10ହ 

𝑉஽： 5.2.1.2 による。 
 

「港内状態」に用語を

統一する。 
 
 
 
 
 

附属書 5.4 縦曲げ最終強度 附属書 5.4 縦曲げ最終強度  

An2. 増分反復法 An2. 増分反復法  

An2.3 応力-ひずみ曲線 An2.3 応力-ひずみ曲線 
 

An2.3.8板の座屈 
船体横断面を構成する横方向に防撓された板の座屈

に対する応力-ひずみ曲線𝜎஼ோହ െ 𝜖は，次の算式によらな

ければならない。 

An2.3.8板の座屈 
船体横断面を構成する横方向に防撓された板の座屈

に対する応力-ひずみ曲線𝜎஼ோହ െ 𝜖は，次の算式によらな

ければならない。 

改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
 
 
𝛽ாや𝑠/𝑙の値によって

負の値等，不合理な値

を取りうる算式とな

っていたため，修正す

る。 
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𝜎஼ோହ ൌ min

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝛷𝜎௒௣

𝛷𝜎௒௣

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑠

𝑙 ቆ
2.25
𝛽ா_ଵ

െ
1.25
𝛽ா_ଵ

ଶቇ

൅ቀ1 െ
𝑠
𝑙ቁ ቆ

0.06
𝛽ா

൅
0.6
𝛽ா

ଶቇ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
   

𝛷： 端部関数で，An2.3.3 の規定による。 
𝛽ா_ଵ ൌ maxሺ𝛽ா , 1.25ሻ 

𝛽ா ൌ
𝑠
𝑡
ට
𝜖𝜎௒௣
𝐸  

𝑠： 板の幅（mm）で，防撓材の心距とする。 
𝑙： 板の長辺方向の長さ（mm） 

 

𝜎஼ோହ ൌ min

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜎௒௣𝛷

𝛷𝜎௒௣

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑠

𝑙 ቆ
2.25
𝛽ா

െ
1.25
𝛽ா

ଶ ቇ

൅ቀ1 െ
𝑠
𝑙ቁ ቆ

0.06
𝛽ா

൅
0.6
𝛽ா

ଶቇ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
   

𝛷： 端部関数で，An2.3.3 の規定による。 
 

𝛽ா ൌ
𝑠
𝑡
ට
𝜖𝜎௒௣
𝐸  

𝑠： 板の幅（mm）で，防撓材の心距とする。 
𝑙： 板の長辺方向の長さ（mm） 

 

6 章 局部強度 6 章 局部強度  

6.4 防撓材 6.4 防撓材  

6.4.1 一般 6.4.1 一般 
 

6.4.1.1 適用 
-1. 面外荷重を受ける防撓材は，6.4.2 の規定によら

なければならない。 
-2. 貨物区域内のサイドフレームについては，次の

(1)から(3)によらなければならない。（表 6.4.1-1.参照） 
(1) 一層甲板船のサイドフレームの寸法は，前-1.に

代えて，6.4.3.2 による。ただし，船首隔壁後方の

サイドフレームにあっては，6.4.3.4 にもよる。 
(2) 多層甲板船のサイドフレームの寸法は，前-1.又

6.4.1.1 適用 
-1. 面外荷重を受ける防撓材は，6.4.2 の規定によら

なければならない。 
-2. 貨物区域内のサイドフレームについては，次の

(1)から(3)によらなければならない。（表 6.4.1-1.参照） 
(1) 一層甲板船のサイドフレームの寸法は，前-1.に

代えて，6.4.3.2 による。ただし，船首隔壁後方の

サイドフレームにあっては，6.4.3.4 にもよる。 
（新規） 

改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 
多層甲板船（最下層に

限らない）のサイドフ

レームに対する適用

を明記する。 
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は 6.4.3.2 による。 
(3) 縦式構造のデッキトランス（片持梁を除く）を支

持するサイドフレームにあっては，前(1)又は(2)
に加え，6.4.3.3 による。 

(4) 片持梁を支持するサイドフレームにあっては，

前(1)又は(2)によらず，7.2.3 から 7.2.6 の規定に

よる。7.2.3 から 7.2.5 を適用するにあたり，考慮

する曲げモーメント及びせん断力は，7.2.2.2 に

よる。 

 
(2) 縦式構造のデッキトランス（片持梁を除く）を支

持するサイドフレームにあっては，前-1.に加え，

6.4.3.3 による。 
(3) 片持梁を支持するサイドフレームにあっては，

前-1.に加え，7.2.3 から 7.2.6 の規定によらなけ

ればならない。7.2.3 から 7.2.5 を適用するにあた

り，考慮する曲げモーメント及びせん断力は，

7.2.2.1 による。 
 

 
 
 
 
片持梁を支持するサ

イドフレームは，ウェ

ブフレームとして扱

い，6 章の評価は適用

しない旨明記する。 

表 6.4.1-1. サイドフレーム 
 

対象サイドフレーム 適用される要件 

(1) 一層甲板船のサイドフレーム 6.4.3.2 及び 6.4.3.4 

(2) 多層甲板船のサイドフレーム 6.4.2 又は 6.4.3.2 

(3) 縦式構造のデッキトランスを支持するサイドフレーム (1)又は(2)に加え 6.4.3.3 

(4) 片持梁を支持するサイドフレーム 7.2.3 から 7.2.6 

6.4.1.1 に合わせ，表を

明確化 
 
 
 
 
 

6.4.2 防撓材 6.4.2 防撓材 
 

 

表 6.4.2-7. ストラットによる修正係数𝐶ଵ 
防撓材の断面二次モーメントの比 

maxሺ𝐼஻ , 𝐼ூሻ/minሺ𝐼஻, 𝐼ூሻ 
1.0 以上 1.2 以上 1.4 以上 1.6 以上 

1.8 以上 
1.2 未満 1.4 未満 1.6 未満 1.8 未満 

𝐶ଵ 

船底ロンジ 

断面係数（6.4.2.1）に
対する値 

0.625 0.670 0.700 0.725 0.745 

ウェブ板厚（6.4.2.2）
に対する値 

0.750 0.775 0.800 0.815 0.825 

内底ロンジ 

断面係数（6.4.2.1）に
対する値 

0.625 0.670 0.690 0.720 0.740 

ウェブ板厚（6.4.2.2）
に対する値 

0.750 0.780 0.795 0.810 0.825 
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表 6.4.2-7. ストラットによる修正係数𝐶ଵ 
𝐶ଵ 船底ロンジ 内底ロンジ 

断面係数（6.4.2.1）に対する値 
3

20λ+
19
40 െ

1
4λ+

7
8 

ウェブ板厚（6.4.2.2）に対する値 1
10λ+

13
20 െ

1
6λ+

11
12 

（備考） 
1. 断面係数(6.4.2.1)に対する値にあっては 0.625 を下回ってはならない。 
2. ウェブ板厚(6.4.2.2)に対する値にあっては，0.75 を下回ってはならない。 

 

改正内容(6) ストラッ

トを考慮した二重底

の曲げ強度 
λが 1.0 未満の範囲に

おいても合理的な修

正係数となるよう改

める。 

 
図 6.4.2-2. ストラットによる修正係数𝐶ଵ 

(a) 船底ロンジ (b) 内底ロンジ 

 
 

表 6.4.2-7.で導出され

る修正係数の簡易図

を追加する。 

  

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

修
正

係
数

C
1

λ

断面係数に対する値

ウェブ板厚に対する値

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

修
正

係
数

C
1

λ

断面係数に対する値

ウェブ板厚に対する値
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6.4.3 サイドフレーム 6.4.3 サイドフレーム 
 

6.4.3.2 サイドフレーム 
サイドフレームの寸法は，次の(1)及び(2)によらなけ

ればならない。 
(1) 曲げ強度 

(a) 断面係数は，次の算式で定まる値以上としな

ければならない。 

𝑍 ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝑀ଵ

𝜎௒
ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶௦௔௙௘௧௬ ：安全率で，1.0 とする。 
𝑀ଵ ：船側荷重による曲げモーメント（kN-m）で，

次の算式による。 

𝑀ଵ ൌ 𝑓௟௢௔ௗ𝑓௕௖𝑓௧ ቆ
𝑃௘௫௦௟ ൅ 𝑓௣𝑃௘௫௪௟

20

൅
𝑃௘௫௦௨ ൅ 𝑓௉𝑃௘௫௪௨

30 ቇ 𝑠ℓଵ௕ௗ௚
ଶ

ൈ 10ିଷ 
𝑓௟௢௔ௗ：積付条件に応じた係数で，1.0 とする。 
𝑓௕௖：端部の境界条件に応じた係数で，次の i)

又は ii)とする。 
i) 一層甲板船及び多層甲板船の最下

層のサイドフレーム：𝑓௕௖ ൌ 0.8 
ii) i)以外のサイドフレーム：𝑓௕௖ ൌ 1.0 

 
𝑓௧： サイドフレームとビルジホッパタン

ク及びトップサイドタンクの取合い

に設けられるブラケットによる影響

係数で，スパンの両側がビルジホッパ

6.4.3.2 一層甲板船のサイドフレーム 
一層甲板船のサイドフレームの寸法は，次の(1)及び

(2)によらなければならない。 
(1) 曲げ強度 
断面係数は，次の算式で定まる値以上としなければな

らない。 

𝑍 ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝑀ଵ ൅ 𝑀ଶ

𝜎௒
ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶௦௔௙௘௧௬ ：安全率で，1.0 とする。 
𝑀ଵ ：船側荷重による曲げモーメント（kN-m）で，

次の算式による。 

𝑀ଵ ൌ 𝑓௟௢௔ௗ𝑓௕௖𝑓௧ ቆ
𝑃௘௫௦௟ ൅ 𝑓௣𝑃௘௫௪௟

20

൅
𝑃௘௫௦௨ ൅ 𝑓௉𝑃௘௫௪௨

30 ቇ 𝑠ℓଵ௕ௗ௚
ଶ

ൈ 10ିଷ 
𝑓௟௢௔ௗ，𝑓௕௖： 積付条件及び端部の境界条件に

応じた係数で，表 6.4.3-1.及び表

6.4.3-2.よる。表 6.4.3-1.及び表 6.4.3-
2.に規定する積付条件のうち，複数

に該当する場合は，該当する全ての

積付条件で評価しなければならな

い。 
𝑓௧： サイドフレームとビルジホッパタンク

及びトップサイドタンクの取合いに設

けられるブラケットによる影響係数で，

スパンの両側がビルジホッパ及びトッ

改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 
一層甲板船に限らず

適用するため「一層甲

板船の」を削除 
 
現行規則では，積付条

件やウェブフレーム

の有無に応じて各種

係数の値を規定して

いたが，要件の明確化

のため，1 編は満載状

態ベースの値のみ規

定し，2 編から船種に

応じた係数の読み替

えをするよう改正す

る。 
 
また，有効曲げスパン

の定義を 3 章に合わせ

ると共に，スパン低減

に関する要件を整理

する。 
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及びトップサイドタンクで支持され

る場合は 0.8，どちらか片側のみで支

持される場合は 0.9 とする。それ以外

の場合は，1.0 とする。（表 6.4.3-1.参
照） 

𝑓௣： 係数で 0.9 とする。 
ℓ： サイドフレームの全長で，表 6.4.3-1.によ

る。（m） 
ℓଵ௕ௗ௚： サイドフレームの有効曲げスパン

（m）で，次の i)又は ii)による。 
i) ビルジホッパタンク及びトップサ

イドタンクが設けられない構造で

あって，サイドフレーム端部にブラ

ケットが設けられる場合は，有効曲

げスパンの端部は，サイドフレーム

の深さとブラケットの深さの合計

が1.5ℎ௪となる点とする。（表 6.4.3-1.
参照） 

ii) サイドフレーム端部とビルジホッ

パタンク及びトップサイドタンク

の取合い部にあっては，有効曲げス

パンの端部は，サイドフレームの全

長ℓの端部とする（表 6.4.3-1.参照）。

ただし，𝑓௧の値を 1.0 とする場合，サ

イドフレームの深さとブラケット

の深さの合計が1.5ℎ௪となる点とし

て差し支えない。 
ℎ௪：サイドフレームのウェブの深さ 

𝑠： サイドフレーム間の心距（mm） 

プサイドタンクで支持される場合は

0.8，どちらか片側のみで支持される場合

は 0.9 とする。それ以外の場合は，1.0 と

する。 
 
𝑓௣：係数で 0.9 とする。 
ℓ： サイドフレームの全長で，図 6.4.3-2.によ

る。（m） 
ℓଵ௕ௗ௚：サイドフレームの有効曲げスパン（m）。

ブラケットが設けられる場合は，有効曲

げスパンの端は，サイドフレームとブラ

ケットの深さが2ℎ௪となる点とする。（図

6.4.3-2.参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑠： サイドフレーム間の心距（mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑀ଶ及び𝐹ଶを表形式で

表 6.4.3-2.にまとめる。 
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𝑃௘௫௦௟： 4.4.2.2-1. に 規 定 す る 静 水 圧 𝑃௘௫௦
（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの下端で計算する。 
𝑃௘௫௦௨： 4.4.2.2-1. に 規 定 す る 静 水 圧 𝑃௘௫௦

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの上端で計算する。 
𝑃௘௫௪௟： 4.4.2.2-1.に規定する波浪変動圧𝑃௘௫௪

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの下端で計算する。 
𝑃௘௫௪௨： 4.4.2.2-1.に規定する波浪変動圧𝑃௘௫௪

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの上端で計算する。 
(b) 次の i)から iii)の条件のすべてに該当するサ

イドフレームにあっては，前(a)の𝑀ଵを𝑀ଵ ൅
𝑀ଶと読み替えなければならない。ここで，𝑀ଶ
は表 6.4.3-2.による。 
i) 多港積み等により評価ホールドが空倉

となる場合 
ii) 船側にウェブフレーム又はそれに類す

る桁部材が設けられない場合 
iii) 評価するサイドフレームがビルジホッ

パタンク又は二重底の直上に配置され

る場合 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃௘௫௦௟： 4.4.2.2-1. に 規 定 す る 静 水 圧 𝑃௘௫௦
（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの下端で計算する。 
𝑃௘௫௦௨： 4.4.2.2-1. に 規 定 す る 静 水 圧 𝑃௘௫௦

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの上端で計算する。 
𝑃௘௫௪௟： 4.4.2.2-1.に規定する波浪変動圧𝑃௘௫௪

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの下端で計算する。 
𝑃௘௫௪௨： 4.4.2.2-1.に規定する波浪変動圧𝑃௘௫௪

（kN/m2）で，サイドフレームの全長

ℓの上端で計算する。 
𝑀ଶ： サイドフレーム下端における二重底曲げに

よる回転モーメント（kN-m）で，次の(a)又
は(b)による。ただし，サイドフレームが複

数のスパンに分けられる場合にあっては，

最下スパン以外のサイドフレームに対し

ては 0 とする。 
(a) 船側にウェブフレーム又はそれに類する桁

部材が設けられる場合 
𝑀ଶ ൌ 0 

(b) 前(a)でいう部材が設けられない場合 

𝑀ଶ ൌ
1

480ℓ
ሺ2 ൅ 3𝜆ଵሻ𝐾ሺ𝜆ଵሻ𝛼ఏሺ1 െ 𝜈ଶሻሺ𝑓ௗ௕𝜌𝑔𝑇ௌ஼ሻሺ𝑠 ൈ 10ିଷሻ

𝜈： ポアソン比で，0.3 とする。 
𝑓ௗ௕： 積付条件に応じた二重底曲げに

関する係数で，表 6.4.3-1.による。 
𝐵஽஻： 二重底の幅（m）で，7.3.1.6-2.に

よる。 
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𝛼ఏ： 二重底曲げによる船側回転角係

数で，次の算式による。 
𝛼ఏ ൌ 0.85𝑓ଵ𝑓ଶ 
𝑓ଵ： 貨物倉前後の境界条件による影

響係数で，表 6.4.3-3.による。 
𝑓ଶ： 貨物倉左右の境界条件による影

響係数で，次の算式による。 
ビルジホッパがない場合：𝑓ଶ ൌ 1.0 

ビルジホッパがある場合：𝑓ଶ ൌ
௞

௞ା஼ಳಹ
 

𝑘： ビルジホッパの剛性に関する係数

で，7.3.3.1 による。 
𝐶஻ு： ビルジホッパの捩り剛性影響に

関する係数で，表 7.3.3-1.による。 
𝐾ሺ𝜆ଵሻ： 弾性変形度で，次の算式による。 

𝐾ሺ𝜆ଵሻ ൌ 0.86 െ 0.94𝜆ଵ 
ただし 0.4 以下の場合は 0.4 とする。 

𝜆ଵ ൌ
ℓୟ

ℓൗ  

ℓ௔： 二重底高さの 1/2 の高さの位置

からフレーム下端までの垂直距離

で，図 6.4.3-2.による。（m） 
ℓ： サイドフレームの全長で，図 6.4.3-2.

による。ただし，サイドフレームが

サイドストリンガにより支持される

場合，ℓは内底板の船側における上面

（ビルジホッパタンクがある場合は

ホッパタンクの上端）から，サイド

ストリンガまでの距離とする。（m） 
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(2) ウェブのせん断強度 
(a) ウェブの板厚は，次の算式で定まる値以上と

しなければならない。 

𝑡௪ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐹ଵ

𝑑௦௛௥𝜏௒
ൈ 10ଷ（mm） 

𝐶௦௔௙௘௧௬： 安全率で，1.2 とする。 
𝜏௒： 許容せん断応力（N/mm2）で次の算式に

よる。 

𝜏௒ ൌ σଢ଼/√3 
𝑑௦௛௥： 有効せん断深さで，3.6.4.2 による。（mm） 
𝐹ଵ： 船側荷重によるせん断力（kN）で，次の

算式による。 

𝐹ଵ ൌ 𝑓௟௢௔ௗ𝑓௧
7ሺ𝑃௘௫௦௟ ൅ 𝑓௣𝑃௘௫௪௟ሻ ൅ 3ሺ𝑃௘௫௦௨ ൅ 𝑓௉𝑃௘௫௪௨ሻ

20 𝑠ℓଵ௦௛௥
ൈ 10ିଷ 

ℓଵ௦௛௥： サイドフレームの有効せん断スパン（m）。

ブラケットが設けられる場合は，有効せん

断スパンの端をブラケットの内端とする。 
 
𝑓௟௢௔ௗ，𝑓௧，𝑃௘௫௦௟，𝑃௘௫௪௟，𝑃௘௫௦௨，𝑃௘௫௪௨，𝑓௣，𝑠：

 前(1)による。 
(b) 前(1)(a)の i)から iii)の条件のすべてに該当す

るサイドフレームにあっては，前(a)の𝐹ଵを
𝐹ଵ ൅ 𝐹ଶと読み替えなければならない。ここ

で，𝐹ଶは表 6.4.3-2.による。 
 

(2) ウェブのせん断強度 
ウェブの板厚は，次の算式で定まる値以上としな

ければならない。 

𝑡௪ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐹ଵ ൅ 𝐹ଶ
𝑑௦௛௥𝜏௒

ൈ 10ଷ（mm） 

𝐶௦௔௙௘௧௬： 安全率で，1.2 とする。 
𝜏௒： 許容せん断応力（N/mm2）で次の算式に

よる。 

𝜏௒ ൌ σଢ଼/√3 
𝑑௦௛௥： 有効せん断深さで，3.6.4.2 による。（mm） 
𝐹ଵ： 船側荷重によるせん断力（kN）で，次の

算式による。 

𝐹ଵ ൌ 𝑓௟௢௔ௗ𝑓௧
7ሺ𝑃௘௫௦௟ ൅ 𝑓௣𝑃௘௫௪௟ሻ ൅ 3ሺ𝑃௘௫௦௨ ൅ 𝑓௉𝑃௘௫௪௨ሻ

20 𝑠ℓଵ௦௛௥
ൈ 10ିଷ 
ℓଵ௦௛௥： サイドフレームの有効せん断ス

パン（m）。ブラケットが設けられる

場合は，有効せん断スパ,ンの端をブ

ラケットの内端とする。 
𝑓௟௢௔ௗ，𝑓௧，𝑃௘௫௦௟，𝑃௘௫௪௟，𝑃௘௫௦௨，𝑃௘௫௪௨，𝑓௣，𝑠：

 前(1)による。 
𝐹ଶ： 二重底曲げによるフレーム下端のせん

断力（kN）で，次の(a)又は(b)による。ただ

し，サイドフレームが複数のスパンに分け

られる場合にあっては，最下スパン以外の

サイドフレームに対しては 0 とする。 
(a) 船側にウェブフレーム又はそれに類する桁

部材が設けられる場合 
𝐹ଶ ൌ 0 
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(b) 前(a)でいう部材が設けられない場合 

𝐹ଶ ൌ
1

160ℓଶ ሺ1 ൅ 𝜆ଵሻ𝐾ሺ𝜆ଵሻ𝛼ఏሺ1
െ 𝜈ଶሻሺ𝑓ௗ௕𝜌𝑔𝑇ௌ஼ሻሺ𝑠
ൈ 10ିଷሻ𝐵஽஻

ଷ
 

ℓ， 𝜆ଵ ， 𝐾ሺ𝜆ଵሻ， 𝛼ఏ ， 𝜐， 𝑓ௗ௕ ， 𝐵஽஻ ：

 前(1)による。 
 
 

表 6.4.3-1. サイドフレーム端部の支持条件に応じたℓଵ௕ௗ௚の取り方及び𝑓௧の値 
 ℓଵ௕ௗ௚の取り方 𝑓௧ 

サイドフレーム

端部の支持条件 

(a) スパンの両側がビルジホ

ッパタンク及びトップサ

イドタンクで支持される

場合 

 

0.8 

(b) スパンのどちらか片側の

みがビルジホッパタンク

及びトップサイドタンク

で支持される場合 

0.9 

（新規） 
① 有 効 曲 げ ス パ ン

ℓଵ௕ௗ௚の定義を 3.6.1.2
に合わせ， 2ℎ௪から

1.5ℎ௪に変更する。 
②構造に応じた𝑓௧の値

を表に追加する。 
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(c) (a)及び(b)以外 

 

1.0 
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表 6.4.3-2. 追加で考慮するモーメント及びせん断力 
サイドフレーム下端における二重底曲げによる回転モーメン

ト𝑀ଶ（kN-m） 
𝑀ଶ ൌ

1
480ℓ

ሺ2 ൅ 3𝜆ଵሻ𝐾ሺ𝜆ଵሻ𝛼ఏሺ1 െ 𝜈ଶሻሺ𝑓ௗ௕𝜌𝑔𝑇ௌ஼ሻሺ𝑠 ൈ 10ିଷሻ𝐵஽஻ଷ 

サイドフレーム下端における二重底曲げによるせん断力𝐹ଶ
（kN） 

𝐹ଶ ൌ
1

160ℓଶ ሺ1 ൅ 𝜆ଵሻ𝐾ሺ𝜆ଵሻ𝛼ఏሺ1 െ 𝜈ଶሻሺ𝑓ௗ௕𝜌𝑔𝑇ௌ஼ሻሺ𝑠 ൈ 10ିଷሻ𝐵஽஻
ଷ
 

（備考） 
𝜈： ポアソン比で，0.3 とする。 
𝑓ௗ௕： 積付条件に応じた二重底曲げに関する係数で，0.7 とする。 
𝐵஽஻： 二重底の幅（m）で，7.3.1.6-2.による。 
𝛼ఏ： 二重底曲げによる船側回転角係数で，次の算式による。 

𝛼ఏ ൌ 0.85𝑓ଵ𝑓ଶ 
𝑓ଵ： 貨物倉前後の境界条件による影響係数で，表 6.4.3-3.による。 
𝑓ଶ： 貨物倉左右の境界条件による影響係数で，次の算式による。 

ビルジホッパがない場合：𝑓ଶ ൌ 1.0 

ビルジホッパがある場合：𝑓ଶ ൌ
௞

௞ା஼ಳಹ
 

 𝑘：ビルジホッパの剛性に関する係数で，7.3.3.1 による。 
 𝐶஻ு：ビルジホッパの捩り剛性影響に関する係数で，表 7.3.3-1.による。 
𝐾ሺ𝜆ଵሻ： 弾性変形度で，次の算式による。ただし，0.4 以下の場合は 0.4 とする。 

 𝐾ሺ𝜆ଵሻ ൌ 0.86 െ 0.94𝜆ଵ 

 𝜆ଵ ൌ
ℓୟ

ℓൗ  

 ℓ௔：二重底高さの 1/2 の高さの位置からフレーム下端までの垂直距離で，表 6.4.3-1.による。（m） 
 ℓ：サイドフレームの全長で，表 6.4.3-1.による。ただし，サイドフレームがサイドストリンガにより支持される場合，

ℓは内底板の船側における上面（ビルジホッパタンクがある場合はホッパタンクの上端）から，サイドストリンガまで

の距離とする。（m） 
 

（新規） 
二重底曲げによるモ

ーメント及びせん断

力を表で整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6.4.3-1. 積付条件に応じた係数 
 𝑓௟௢௔ௗ 𝑓ௗ௕ 

満載状態 1.0 0 
多港積み 0.8 0.7 
隔倉積み 1.0 1.0 

 

 
（削除） 
表自体は 1 編から削除

されるが，船種に応じ

て 2 編で係数を読み替

える。 
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表 6.4.3-2. サイドフレーム端部の境界条件に応じた係数𝑓௕௖ 
𝑓௕௖ トップサイドタンク及び 

ビルジホッパタンクで支持 
両端又は片側がサイド

ストリンガで支持 
その他 

満載状態 0.8 0.85 0.8 
多港積み，隔倉積み 1.0 1.0 1.0 

 

（削除） 
表自体は 1 編から削除

されるが，船種に応じ

て 2 編で係数を読み替

える。 
 

表 6.4.3-3. 貨物倉前後の境界条件による影響係数𝑓ଵ 

 
αாொ 

0.5 以下 0.7 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 4.0 以上 

𝑓ଵ 0.058 0.144 0.258 0.319 0.437 0.635 0.770 0.872 1.000 
（備考） 
𝛼ாொ： 二重底の等価アスペクト比で，7 章 記号による。 
𝛼ாொの値が表の中間にあるときは，補間法により定めるものとする。 

 

 

 
図 6.4.3-2. サイドフレーム 

ℎ௪： サイドフレームのウェブの深さ 

(a) 多層甲板船 (b) 一層甲板船 
 

 
表 6.4.3-1.に統合する

ため削除 
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7 章 主要支持構造強度 7 章 主要支持構造強度  

7.2 単純桁 7.2 単純桁  

7.2.2 強度評価 7.2.2 強度評価 
 

7.2.2.1 一般* 7.2.2.1 一般* 
 

-1. 単純桁は，該当する評価モデルに応じて，次の(1)
から(3)に示すモーメント及びせん断力を用いて，7.2.3
から 7.2.5 に従って評価しなければならない。 

(1) 表 7.2.1-2.に示す評価モデル 1 から 7：モーメン

ト及びせん断力は表 7.2.2-1.による。 
(2) 表 7.2.1-2.に示す評価モデル 8：モーメント及び

せん断力は 7.2.2.2 による。 
(3) 前(1)及び(2)にあてはまらない場合は，本会の適

当と認めるところによる。 
-2. 片持梁にあっては，次の(1)及び(2)の規定によら

なければならない。 
(1) 片持梁の断面係数は，7.2.3 の規定によらなければ

ならない。7.2.3 を適用するにあたり，考慮するモ

ーメントは，次の算式による値以上としなければ

ならない。なお，貨物荷重によるモーメントと波

浪荷重によるモーメントは同時に考慮する必要

はない。 
𝑀 ൌ 𝑀ௗ ൅𝑀௛ 
𝑀ௗ： 甲板上に積載された貨物や波浪荷重による

モーメント（kN-m）で，表 7.2.2-1.に示す評

価モデル 6 による。 

-1. 単純桁は，該当する評価モデルに応じて，次の(1)
から(3)に示すモーメント及びせん断力を用いて，7.2.3
から 7.2.5 に従って評価しなければならない。 

(1) 表 7.2.1-2.に示す評価モデル 1 から 7：モーメン

ト及びせん断力は表 7.2.2-1.による。 
(2) 表 7.2.1-2.に示す評価モデル 8：モーメント及び

せん断力は 7.2.2.2 による。 
(3) 前(1)及び(2)にあてはまらない場合は，本会の適

当と認めるところによる。 
-2. 波形隔壁にあっては，7.2.7 による。 

 

改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
 
適用明確化のため，片

持梁に関する要件を

規定する。 
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𝑀ℎ： ハッチカバー上に積載された貨物や波浪荷

重によるモーメント（kN-m）で，表 7.2.2-1.
に示す評価モデル 7 による。 

(2) 片持梁のウェブの厚さは，片持梁の全ての箇所に

おいて，7.2.4 の規定によらなければならない。

7.2.4 を適用するにあたり，考慮するせん断力は，

次の算式による値以上としなければならない。な

お，貨物荷重によるせん断力と波浪荷重によるせ

ん断力は同時に考慮する必要はない。 
𝐹 ൌ 𝐹ௗ ൅ 𝐹௛ 
𝐹ௗ：甲板上に積載された貨物や波浪荷重による

せん断力（kN）で，表 7.2.2-1.に示す評価モ

デル 6 による。 
𝐹௛：ハッチカバー上に積載された貨物や波浪荷

重によるせん断力（kN）で，表 7.2.2-1.に示

す評価モデル 7 による。 
-3. 波形隔壁にあっては，7.2.7 による。 

7.2.6  曲げ剛性 7.2.6  曲げ剛性 
 

7.2.6.1 桁の深さ 
表 7.2.6-1.に規定する桁部材にあっては，深さを表中

に規定する値以上としなければならない。ただし，要求

される桁部材と等価な断面二次モーメント又は撓み量

を有することを条件に桁部材の深さを減じて差し支え

ない。 
（削除） 

7.2.6.1 桁の深さ 
-1. 表 7.2.6-1.に規定する桁部材にあっては，深さを

表中に規定する値以上としなければならない。ただし，

要求される桁部材と等価な断面二次モーメント又は撓

み量を有することを条件に桁部材の深さを減じて差し

支えない。 
-2. 片持梁構造にあっては，次の(1)及び(2)の規定に

よる。 
(1) ブラケットの内端から徐々に減じて，片持梁の

先端では肘板のブラケットにおける深さの約

 
 
 
 
 
 
 
 
片持梁の先端部に関

する要件を検査要領

C7.2.2.1 に移設する。 
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1 2⁄ として差し支えない。 
(2) 面材の断面積は，ブラケットの内端から徐々に

減じて，片持梁の先端ではブラケットの内端に

おけるものの 60%として差し支えない。 
 

表 7.2.6-1. 桁の深さ 
部材 桁の深さ（m） 

ウェブフレーム 0.1ℓ௕ௗ௚ 

片持梁を支持するウェブフレーム 0.125ℓ௕ௗ௚ 

サイドストリンガを支持するウェブフレーム 0.125ℓ௕ௗ௚ 

サイドストリンガ 0.125ℓ௕ௗ௚ 

船首隔壁より前方のサイドストリンガ 0.2ℓ௕ௗ௚ 

船首隔壁より前方のウェブフレーム 0.2ℓ௕ௗ௚ 

片持梁 0.2ℓ௕ௗ௚ 

（備考） 
ℓ௕ௗ௚： 桁の有効曲げスパン（m）で，3.6.1.4 による。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.7 波形隔壁 7.2.7 波形隔壁 
 

7.2.7.2 強度評価 
-1. 波形隔壁の 1/2 ピッチ（図 7.2.7-1.参照）の断面係

数は，次の(a)及び(b)によらなければならない。 
(a) 最大荷重状態及び水圧試験状態における波

形隔壁の 1/2 ピッチの断面係数は，次の算式

による値以上としなければならない。 

𝑍௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐶௫ ൅ 1
2𝑓𝐶௫

|𝑀|
𝜎௔௟௟

ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶ௌ௔௙௘௧௬： 安全率で，1.0 とする。 
𝐶௫： フランジ（面材）の座屈を考慮し

た係数で，次の算式による。 

7.2.7.2 強度評価 
-1. 波形隔壁の 1/2 ピッチ（図 7.2.7-1.参照）の断面係

数は，次の(a)及び(b)によらなければならない。 
(a) 最大荷重状態及び水圧試験状態における波

形隔壁の 1/2 ピッチの断面係数は，次の算式

による値以上としなければならない。 

𝑍௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐶௫ ൅ 1
2𝑓𝐶௫

|𝑀|
𝜎௔௟௟

ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶ௌ௔௙௘௧௬： 安全率で，1.0 とする。 
𝐶௫： フランジ（面材）の座屈を考慮し

た係数で，次の算式による。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
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𝛽 ൐ 1.25の場合 

𝐶௫ ൌ
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ  

𝛽 ൑ 1.25の場合 

𝐶௫ ൌ 1 

ここで，𝛽 ൌ
𝑏௙

𝑡௙ି௡ହ଴
ට
𝜎௒
𝐸 とする。 

𝑏௙： フランジの幅（mm） 
𝑡௙ି௡ହ଴： フランジの板厚（mm） 
𝜎௒： 規格最小降伏応力（N/mm2） 
𝐸： ヤング率で，206,000（N/mm2）とする。 
𝑓： 形状係数で，1.1 とする。 
𝑀： 作用荷重による曲げモーメント

（kN-m）で，7.2.7.3-1.の規定による。 
𝜎௔௟௟： 許容曲げ応力（N/mm2）で，次の

値とする。 

𝜎௔௟௟ ൌ
235
𝐾  

𝐾： 材料係数で，3.2.1.2 の規定による。 
(b) 浸水状態における波形隔壁の1/2ピッチの断

面係数は，次の算式による値以上としなけれ

ばならない。 

𝑍௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐶௫ ൅ 1
2𝑓𝐶௫

|𝑀௉|
𝜎௔௟௟

ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶ௌ௔௙௘௧௬： 安全率で，1.0 とする。 
𝐶௫： 前(a)による。 
𝑓： 形状係数で，1.1 とする。 
𝜎௔௟௟： 許容曲げ応力（N/mm2）で，次の

値とする。 

𝐶௫ ൌ
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ  

 
 
 
 

ここで，𝛽 ൌ
𝑏௙

𝑡௙ି௡ହ଴
ට
𝜎௒
𝐸 とする。 

𝑏௙： フランジの幅（mm） 
𝑡௙ି௡ହ଴： フランジの板厚（mm） 
𝜎௒： 規格最小降伏応力（N/mm2） 
𝐸： ヤング率で，206,000（N/mm2）とする。 
𝑓： 形状係数で，1.1 とする。 
𝑀： 作用荷重による曲げモーメント

（kN-m）で，7.2.7.3-1.の規定による。 
𝜎௔௟௟： 許容曲げ応力（N/mm2）で，次の

値とする。 

𝜎௔௟௟ ൌ
235
𝐾  

𝐾： 材料係数で，3.2.1.2 の規定による。 
(b) 浸水状態における波形隔壁の 1/2ピッチの断

面係数は，次の算式による値以上としなけれ

ばならない。 

𝑍௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ௔௙௘௧௬
𝐶௫ ൅ 1
2𝑓𝐶௫

|𝑀௉|
𝜎௔௟௟

ൈ 10ଷ（cm3） 

𝐶ௌ௔௙௘௧௬： 安全率で，1.0 とする。 
𝐶௫： 前(a)による。 
𝑓： 形状係数で，1.1 とする。 
𝜎௔௟௟： 許容曲げ応力（N/mm2）で，次の

値とする。 

𝛽の値によって負の値

等，不合理な値を取り

うる算式となってい

たため，修正する。 
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𝜎௔௟௟ ൌ
235
𝐾  

𝐾： 材料係数で，3.2.1.2 の規定による。 
𝑀௉： 塑性モーメントで，7.2.7.3-2.の

規定による。 
(c) 波形隔壁の1/2ピッチあたりの実際の断面係

数は，次の算式による。 
𝑏௙𝑡௙ି௡ହ଴𝑑଴

2000 ൅
𝑏௪𝑡௪ି௡ହ଴𝑑଴

6000 （cm3） 

𝑏௙及び𝑏௪： それぞれフランジ及びウェブの

幅（mm） 
𝑡௙ି௡ହ଴及び𝑡௪ି௡ହ଴： それぞれフランジ及び

ウェブの板厚（mm） 
𝑑଴： 波形の深さ（mm） 

 

𝜎௔௟௟ ൌ
235
𝐾  

𝐾： 材料係数で，3.2.1.2 の規定による。 
𝑀௉： 塑性モーメントで，7.2.7.3-2.の

規定による。 
(c) 波形隔壁の 1/2ピッチあたりの実際の断面係

数は，次の算式による。 
𝑏௙𝑡௙ି௡ହ଴𝑑଴

2000 ൅
𝑏௪𝑡௪ି௡ହ଴𝑑଴

6000 （cm3） 

𝑏௙及び𝑏௪： それぞれフランジ及びウェブの

幅（mm） 
𝑡௙ି௡ହ଴及び𝑡௪ି௡ହ଴： それぞれフランジ及び

ウェブの板厚（mm） 
𝑑଴： 波形の深さ（mm） 

 

 
表 7.2.7-1.及び-2. 
改正内容(4) 波形隔壁

上部における断面係

数の見直し 
波形隔壁上部におけ

る断面係数の低減要

件を規定する。 
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表 7.2.7-1. モーメント及びせん断力（𝑑ு ൒ 2.5𝑑଴の場合） 

隔壁上端 隔壁下端 荷重分布 評価モデル 
波形隔壁下部（評価モデルにおけるポイント 2） 

モーメント(1) せん断力𝐹 

桁で支持 
スツールに固着 

桁で支持 
二重底に固着 
スツールに固着 

ℓの上端での圧力𝑃ଵが 0
以上 

 

𝑀ଶ ൌ
𝑆ℓଶ

60
ሺ2𝑃ଵ ൅ 3𝑃ଶሻ 𝐹ଶ ൌ

𝑆ℓ
20

ሺ3𝑃ଵ ൅ 7𝑃ଶሻ 

スパン途中で圧力が 0 

 

𝑀ଶ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

60
ሺ3𝜇ସ െ 10𝜇ଷ ൅ 10𝜇ଶሻ 𝐹ଶ ൌ

𝑆𝑃ଶℓ
20

ሺ2𝜇ସ െ 5𝜇ଷ ൅ 10𝜇ሻ 

甲板に固着 
桁で支持 

二重底に固着 
スツールに固着 

ℓの上端での圧力𝑃ଵが 0
以上 

 

 

𝑀ଶ ൌ
𝑆ℓଶ

120
ሺ7𝑃ଵ ൅ 8𝑃ଶሻ 

𝐹ଶ ൌ
𝑆ℓ
40

ሺ9𝑃ଵ ൅ 16𝑃ଶሻ 

スパン途中で圧力が 0 

 

𝑀ଶ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

120
ሺ3𝜇ସ െ 15𝜇ଷ ൅ 20𝜇ଶሻ 𝐹ଶ ൌ

𝑆𝑃ଶℓ
40

ሺ𝜇ସ െ 5𝜇ଷ ൅ 20𝜇ሻ 

ℓ： 支点間の長さ（m）で，図 7.2.7-2.及び-3.による。 

ℓ1： ℓの端から圧力が 0 となる箇所の間の長さ（m）で，ℓଵ ൌ ℓ െ ℓଶ 

ℓ2： ℓの端から圧力が 0 となる箇所の間の長さ（m） 
𝑃ଵ，𝑃ଶ： 表 7.2.1-1.に規定する各評価状態に応じた荷重（kN/m2）で，それぞれ桁のℓの上端及びℓの下端で計算する。ただし，上部スツールがある場合，𝑃ଵは甲板位置で計算する。 
𝑆： 波形の 1/2 ピッチ（m） 

(1) ℓの上端からℓ/3の範囲における波形隔壁の要求断面係数は，0.75𝑀ଶにより計算して差し支えない。 
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表 7.2.7-2. モーメント及びせん断力（𝑑ு ൏ 2.5𝑑଴の場合） 

隔壁上端 隔壁下端 荷重分布 評価モデル 
波形隔壁下部 

下部スツールの二重底内

底板位置 

モーメント𝑀(1) せん断力𝐹 モーメント𝑀 

桁で支持 
スツール

に固着 

桁で支持

甲板又は

二重底に

固着 
スツール

に固着 

ℓの上端での

圧力𝑃ଵが 0
以上 

 

𝑀 ൌ maxሺ|𝑀ଵ|, |𝑀௔|ሻ 

𝑀ଵ ൌ
𝑆ℓଶ

60
ሺ3𝑃ଵ ൅ 2𝑃ଶሻ 

𝑀௔ ൌ
𝑆ℓଶ

60 ൤ 10ሺ𝑃ଶ െ 𝑃ଵሻ𝛼ଷ ൅ 30𝑃ଵ𝛼ଶ
െ3ሺ7𝑃ଵ ൅ 3𝑃ଶሻ𝛼 ൅ 3𝑃ଵ ൅ 2𝑃ଶ

൨ 

𝐹 ൌ maxሺ|𝐹ଵ|, |𝐹௔|ሻ 

𝐹ଵ ൌ െ
𝑆ℓ
20 ሺ7𝑃ଵ ൅ 3𝑃ଶሻ 

𝐹௔ ൌ
𝑆ℓ
20

ሾ10ሺ𝑃ଶ െ 𝑃ଵሻ𝛼ଶ ൅ 20𝑃ଵ𝛼

െ 7𝑃ଵ െ 3𝑃ଶሿ 

𝑀ଶ ൌ
𝑆ℓଶ

60
ሺ2𝑃ଵ ൅ 3𝑃ଶሻ 

スパン途中

で圧力が 0 

 

𝑀 ൌ maxሺ|𝑀ଵ|, |𝑀௔|ሻ 

𝑀ଵ ൌ െ
𝑆𝑃ଶℓଶ

ଶ

60
ሺ3𝜇ଶ െ 5𝜇ሻ 

𝑀௔ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

ଶ

60
ሾሺ6𝜇ଶ െ 15𝜇 ൅ 10ሻ𝛼 െ 3𝜇ଶ ൅ 5𝜇ሿ 

െ
𝑆𝑃ଶℓଶ

ଶ

6 𝛼 ൅ ൤
𝑆𝑃ଶ
6ℓଶ

ሺ𝛼ℓ െ ℓଵሻଷ൨ 

𝐹 ൌ maxሺ|𝐹ଵ|, |𝐹௔|ሻ 

𝐹ଵ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

20
ሺ2𝜇ଷ െ 5𝜇ଶሻ 

𝐹௔ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

20
ሺ2𝜇ଷ െ 5𝜇ଶሻ

൅ ൤
𝑆𝑃ଶ
2ℓଶ

ሺ𝛼ℓ െ ℓଵሻଶ൨ 

𝑀ଶ

ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

ଶ

60
ሺ3𝜇ଶ െ 10𝜇 ൅ 10ሻ 

 

甲板に 
固着 

桁で支持

甲板又は

二重底に

固着 
スツール

に固着 

ℓの上端での

圧力𝑃ଵが 0
以上 

 

𝑀 ൌ maxሺ|𝑀௔|, |0.6𝑀ଶ|ሻ 

𝑀௔ ൌ
𝑆ℓଶ𝛼
120 ൤20ሺ𝑃ଶ െ 𝑃ଵሻ𝛼ଶ ൅ 60𝑃ଵ𝛼

െ33𝑃ଵ െ 12𝑃ଶ
൨ 

𝐹 ൌ maxሺ|𝐹ଵ|, |𝐹௔|ሻ 

𝐹ଵ ൌ െ
𝑆ℓ
40 ሺ11𝑃ଵ ൅ 4𝑃ଶሻ 

𝐹௔ ൌ
𝑆ℓ
40

ሾ20ሺ𝑃ଶ െ 𝑃ଵሻ𝛼ଶ ൅ 40𝑃ଵ𝛼

െ 11𝑃ଵ െ 4𝑃ଶሿ 

𝑀ଶ ൌ
𝑆ℓଶ

120
ሺ7𝑃ଵ ൅ 8𝑃ଶሻ 

スパン途中

で圧力が 0 

 

𝑀 ൌ maxሺ|𝑀௔|, |0.6𝑀ଶ|ሻ 

𝑀௔ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶℓ𝛼

40
ሺ𝜇ଷ െ 5𝜇ଶሻ ൅ ൤

𝑆𝑃ଶ
6ℓଶ

ሺ𝛼ℓ െ ℓଵሻଷ൨ 

𝐹 ൌ maxሺ|𝐹ଵ|, |𝐹௔|ሻ 

𝐹ଵ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

40
ሺ𝜇ଷ െ 5𝜇ଶሻ 

𝐹௔ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

40
ሺ𝜇ଷ െ 5𝜇ଶሻ

൅ ൤
𝑆𝑃ଶ
2𝑙ଶ

ሺ𝛼ℓ െ ℓଵሻଶ൨ 

𝑀ଶ ൌ
𝑆𝑃ଶℓଶ

ଶ

120
ሺ3𝜇ଶ െ 15𝜇

൅ 20ሻ 

ℓ，ℓଵ及びℓଶ： 表 7.2.7-1.による。 
𝑃ଵ，𝑃ଶ： 表 7.2.1-1.に規定する各評価状態に応じた荷重（kN/m2）で，それぞれ桁のℓの上端及びℓの下端のウェブ中心で計算する。ただし，上部スツールがある場合，𝑃ଵは甲板位置

で計算する。 
𝑆： 波形の 1/2 ピッチ（m） 

𝛼： 
ℓ െ ℎௌ
ℓ  

ℎௌ： 下部スツール高さ（m） 

(1) ℓの上端からℓ/3の範囲における波形隔壁の要求断面係数を求めるにあたって，0.75𝑀ଶを超える必要はない。 
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表 7.2.7-3. 塑性モーメント 
下端 上端 

スツールで固着 
桁で支持 

甲板に固着 

(1) 桁で支持 
甲板又は二重底に固着 

𝑃௕𝑆ℓଶ

4ሺ2 ൅ 𝑧ଵ′
𝑧଴′

൅ 𝑧ଶ′
𝑧଴′
ሻ
 

𝑃௕𝑆ℓଶ

4ሺ2 ൅ 𝑧ଶ′
𝑧଴′
ሻ
 

(2) スツールに固着 𝑃ௌ𝑆ሺℓ ൅ ℎௌሻଶ

4ሺ2 ൅ 𝑧ଵ′
𝑧଴′

൅ 𝑑ு
𝑑଴
ሻ
 

𝑃ௌ𝑆ሺℓ ൅ ℎௌሻଶ

4ሺ2 ൅ 𝑑ு
𝑑଴
ሻ

 

ただし，(1)での値未満としてはいけない。 

𝑃𝑏： 隔壁に作用する荷重（kN/m2）で，次の算式による。 

𝑃௕ ൌ
𝑃ଵ ൅ 𝑃ଶ

2  

𝑃𝑆： 隔壁及び下部スツールに作用する荷重（kN/m2）で，次の算式による。 

𝑃ௌ ൌ
𝑃ଵ ൅ 𝑃ଷ

2  

𝑃ଵ，𝑃ଶ：表 7.2.1-1.に規定する浸水状態における荷重（kN/m2）で，それぞれℓの上端及びℓの下

端で計算する。ただし，上部スツールがある場合，𝑃ଵは甲板位置で計算する。 
𝑃ଷ： 表 7.2.1-1.に規定する浸水状態における荷重（kN/m2）で，下部スツール下端で計算する。 

𝑆： 波形の 1/2 ピッチ（m） 
ℓ： 支点間の長さ（m）で，図 7.2.7-2.による。 

𝑑0： 波形の深さ（mm） 

𝑑𝐻： 二重底上面におけるスツールの幅（mm） 
𝑍௜′： 座屈影響を考慮した塑性断面係数で，次の算式による。 

𝑍௜′ ൌ
2𝐶௫௜
𝐶௫௜ ൅ 1 𝑓𝑍௜         ሺ𝑖 ൌ 0, 1,2ሻ 

ここで， 
𝛽௜ ൐ 1.25の場合 

𝐶௫௜ ൌ
2.25
𝛽௜

െ
1.25
𝛽௜
ଶ     ሺ𝑖 ൌ 0, 1,2ሻ 

𝛽௜ ൑ 1.25の場合 

𝐶௫௜ ൌ 1    ሺ𝑖 ൌ 0, 1,2ሻ 

𝛽௜ ൌ
𝑏௙

𝑡௙௜ି௡ହ଴
ට
𝜎௒
𝐸       ሺ𝑖 ൌ 0, 1,2ሻ 

𝑍଴，𝑡௙଴ି௡ହ଴： それぞれ当該波形隔壁のスパンの中央部0.6ℓの1/2ピッチあたりの最小断面係数（cm3），

フランジの最小板厚（mm） 
𝑍ଵ，𝑡௙ଵି௡ହ଴： それぞれ波形隔壁上端の1/2ピッチあたりの最小断面係数（cm3），フランジの最小板厚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
 
 
𝛽௜の値によって負の値

等不合理な値を取り

うる算式となってい

たため，修正する。 
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（mm） 
𝑍ଶ，𝑡௙ଶି௡ହ଴： それぞれ波形隔壁下端の1/2ピッチあたりの最小断面係数（cm3），フランジの最小板厚

（mm） 
𝜎௒： 規格最小降伏応力（N/mm2） 
𝐸： ヤング率で，206,000（N/mm2）とする。 
𝑓： 形状係数で，1.1 とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.4 ピラー，ストラット等 7.4 ピラー，ストラット等  

7.4.2 部材寸法要件 7.4.2 部材寸法要件 
 

7.4.2.1 座屈強度要件（オイラー座屈）* 7.4.2.1 座屈強度要件（オイラー座屈） 
 

ピラー，ストラット等の軸方向に圧縮荷重が作用する

部材は，断面積を次の算式以上としなければならない。 

𝐴௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ
𝐹
𝜎௖௥

ൈ 10（cm2） 

𝐶ௌ： 安全率で 1.4 とする。ただし，二重底や二重

船側のロンジ間に配置されたストラットの場

合は 2.8 とする。 
𝐹： 各要件に規定する圧縮荷重（kN）。ただし，直

接強度解析によって圧縮荷重を求めても差し

支えない。 
 ピラーを評価対象とする場合は，4.5.2.1-3.の

規定による。この場合，上部甲板間ピラーか

ら評価対象のピラーへ伝達される荷重も併せ

て考慮しなければならない。 
（以下省略） 

ピラー，ストラット等の軸方向に圧縮荷重が作用する

部材は，断面積を次の算式以上としなければならない。 

𝐴௡ହ଴ ൌ 𝐶ௌ
𝐹
𝜎௖௥

ൈ 10（cm2） 

𝐶ௌ： 安全率で 1.4 とする。ただし，二重底や二重

船側のロンジ間に配置されたストラットの場

合は 2.8 とする。 
𝐹： 各要件に規定する圧縮荷重（kN）。ただし，直

接強度解析によって圧縮荷重を求めても差し

支えない。 
 
 
 
 
 

（以下省略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
改正内容(7)  
ピラーの座屈強度評

価に用いる荷重の明

確化 
 
圧縮荷重を算出する

ための規定の参照先

を明記する。また，上

部甲板間ピラーから

伝達される荷重も考

慮するよう明記する。 
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8 章 貨物倉解析による強度評価 8 章 貨物倉解析による強度評価  

8.3 構造モデル 8.3 構造モデル  

8.3.3 メッシュ分割等 8.3.3 メッシュ分割等 
 

8.3.3.5 局所モデル* 8.3.3.5 局所モデル* 
 

-1. 8.3.3.1 に規定する典型的なメッシュサイズでは

形状や構造応答が適切に再現できない箇所，又は，応力

集中部を評価する場合の応力集中箇所にあっては，局所

的に細かいメッシュサイズを用いた構造モデル（以降，

局所モデル）を作成し，当該箇所の強度評価を行って差

し支えない。ここで細かいメッシュサイズとは，再現し

たい構造応答を求められるよう適切に決定されたメッ

シュサイズのことを指す。 
-2. 細かいメッシュサイズを用いてモデル化した範

囲から典型的なメッシュサイズでモデル化された箇所

の間は，メッシュサイズが滑らかに変化するようにしな

ければならない。 
-3. 貨物倉を再現した構造モデルを用いた有限要素

解析から得られる情報を利用し，局所モデルのみを用い

た有限要素解析を行っても差し支えない。 
 
 
 
 
 
 
 

-1. 8.3.3.1 に規定する典型的なメッシュサイズでは

形状や構造応答が適切に再現できない箇所にあっては，

局所的に細かいメッシュサイズを用いた構造モデル（以

降，局所モデル）を作成し，当該箇所の強度評価を行っ

て差し支えない。ここで細かいメッシュサイズとは，再

現したい構造応答を求められるよう適切に決定された

メッシュサイズのことを指す。 
 

-2. 細かいメッシュサイズを用いてモデル化した範

囲から典型的なメッシュサイズでモデル化された箇所

の間は，メッシュサイズが滑らかに変化するようにしな

ければならない。 
-3. 貨物倉を再現した構造モデルを用いた有限要素

解析から得られる情報を利用し，局所モデルのみを用い

た有限要素解析を行っても差し支えない。 
 
 

改正内容(8) 任意の応

力集中部の強度評価 
 
任意で応力集中部を

評価する場合の許容

基準を規定する。 
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8.6 強度評価 8.6 強度評価  

8.6.1 降伏強度評価 8.6.1 降伏強度評価 
 

8.6.1.2 評価基準 8.6.1.2 評価基準 
 

-1. ターゲットホールド内におけるすべての評価部

材は次の算式を満足しなければならない。 
𝜆௬ ൑ 𝜆௬௣௘௥௠ 
𝜆௬： 降伏使用係数で，次による。 

シェル要素の場合，𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤

235 𝐾⁄  

ロッド要素又はビーム要素の場合，𝜆௬

ൌ
|𝜎௔|

235 𝐾⁄  

𝐾： 3.2.1 に規定する材料係数 
𝜆௬௣௘௥௠： 許容降伏使用係数で，表 8.6.1-1.

による。 
-2. 任意で応力集中部を評価する場合の評価基準は，

本会の適当と認めるところによる。 

ターゲットホールド内におけるすべての評価部材は

次の算式を満足しなければならない。 
𝜆௬ ൑ 𝜆௬௣௘௥௠ 
𝜆௬： 降伏使用係数で，次による。 

シェル要素の場合，𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤

235 𝐾⁄  

ロッド要素又はビーム要素の場合，𝜆௬

ൌ
|𝜎௔|

235 𝐾⁄  

𝐾： 3.2.1 に規定する材料係数 
𝜆௬௣௘௥௠： 許容降伏使用係数で，表 8.6.1-1.

による。 
（新規） 
 

任意で応力集中部を

評価する場合の許容

基準を規定する。 
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附属書 8.6 貨物倉解析に基づく座屈強度評価 附属書 8.6 貨物倉解析に基づく座屈強度評価  

An2. 各種構造の座屈強度評価法 An2. 各種構造の座屈強度評価法  

An2.4 波形隔壁 An2.4 波形隔壁 
 

An2.4.1フランジ，ウェブのローカル座屈 
-2. 前-1.の適用にあたって，波形隔壁のフランジの長

辺方向圧縮荷重に対するローカル座屈については，

An2.2.1 に規定する評価に代わって，次の算式により使

用係数を求めて差し支えない。この場合，An2.2.2 に規

定する短辺方向圧縮荷重に対するローカル座屈につい

ては，評価を実施する必要はない。尚，パネルの分割は

前-1.に従うこと。 

𝜂௟ ൌ
𝜎௫

𝜎௖௥_௖௢௥
 

𝜎௖௥_௖௢௥： 座屈を考慮した波形隔壁の限界

応力（N/mm2）で，次の算式による。 

𝜎௖௥_௖௢௥ ൌ
2𝐶௫
𝐶௫ ൅ 1𝜎௒௣ 

𝐶௫： 次の算式による。 
𝛽 ൐ 1.25の場合 

𝐶௫ ൌ
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ  

𝛽 ൑ 1.25の場合 

𝐶௫ ൌ 1 

An2.4.1フランジ，ウェブのローカル座屈 
-2. 前-1.の適用にあたって，波形隔壁のフランジの長

辺方向圧縮荷重に対するローカル座屈については，

An2.2.1 に規定する評価に代わって，次の算式により使

用係数を求めて差し支えない。この場合，An2.2.2 に規

定する短辺方向圧縮荷重に対するローカル座屈につい

ては，評価を実施する必要はない。尚，パネルの分割は

前-1.に従うこと。 

𝜂௟ ൌ
𝜎௫

𝜎௖௥_௖௢௥
 

𝜎௖௥_௖௢௥： 座屈を考慮した波形隔壁の限界

応力（N/mm2）で，次の算式による。 

𝜎௖௥_௖௢௥ ൌ
2𝐶௫
𝐶௫ ൅ 1𝜎௒௣ 

𝐶௫： 次の算式による。 

𝐶௫ ൌ
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
𝛽の値によって負の値

等，不合理な値を取り

うる算式となってい

たため，修正する。 
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10 章 追加の構造要件 10 章 追加の構造要件  

10.7 船首衝撃荷重に対する構造強度 10.7 船首衝撃荷重に対する構造強度  

10.7.2 肥大船 10.7.2 肥大船 
 

10.7.2.6 主要支持部材 
-7. 船側外板近傍の甲板及び隔壁を含む各主要支持

部材のウェブの板厚𝑡௪（mm）は，次の算式による値以上

としなければならない。 

𝑡௪ ൌ
𝑃ி஻ଶ𝑏஻ூ

sin𝜑ௐ𝜎௖௥
 

𝜑ௐ： 主要支持部材のウェブと外板のなす角

度（deg）（図 10.7.2-3.参照） 
𝜎௖௥： 主要支持部材のウェブ又は甲板若しくは隔

壁のパネルの限界座屈応力（N/mm2）で，次

の算式により求める。 
ℎ௪ ൒ 𝑏௪の場合 

𝛽 ൐ 1.25の場合 

𝜎௖௥ ൌ ൬
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ ൰ 𝜎௒ 

𝛽 ൑ 1.25の場合 

𝜎௖௥ ൌ 𝜎௒ 

𝛽 ൌ
𝑏௪
𝑡௪

ට
𝜎௒
𝐸  

ℎ௪ ൏ 𝑏௪の場合 

10.7.2.6 主要支持部材 
-7. 船側外板近傍の甲板及び隔壁を含む各主要支持

部材のウェブの板厚𝑡௪（mm）は，次の算式による値以上

としなければならない。 

𝑡௪ ൌ
𝑃ி஻ଶ𝑏஻ூ

sin𝜑ௐ𝜎௖௥
 

𝜑ௐ： 主要支持部材のウェブと外板のなす角

度（deg）（図 10.7.2-3.参照） 
𝜎௖௥： 主要支持部材のウェブ又は甲板若しくは隔

壁のパネルの限界座屈応力（N/mm2）で，次

の算式により求める。 
ℎ௪ ൒ 𝑏௪の場合 

𝜎௖௥ ൌ min൭൬
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ ൰𝜎௒,𝜎௒൱ 

 
 
 

𝛽 ൌ
𝑏௪
𝑡௪

ට
𝜎௒
𝐸  

ℎ௪ ൏ 𝑏௪の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
 
 
𝛽の値によって負の値

等，不合理な値を取り

うる算式となってい

たため，修正する。 
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𝜎௖௥ ൌ min

⎝

⎜
⎛

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ ℎ௪

𝑏௪
ቆ

2.25
𝛽ଵ

െ
1.25
𝛽ଵଶ

ቇ

൅൬1 െ
ℎ௪
𝑏௪
൰ ൬

0.06
𝛽 ൅

0.6
𝛽ଶ ൰⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
𝜎௒,𝜎௒

⎠

⎟
⎞

 

𝛽ଵ ൌ maxሺ𝛽, 1.25ሻ 

𝛽 ൌ
ℎ௪
𝑡௪

ට
𝜎௒
𝐸  

ℎ௪： 主要支持部材のウェブ深さ

（mm） 
𝑏௪： 主要支持部材のウェブ防撓材心

距（mm） 
𝜎௒： 主要支持部材ウェブの規格最小

降伏応力（N/mm2） 

𝜎௖௥ ൌ min

⎝

⎜
⎛

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

ℎ௪
𝑏௪

൬
2.25
𝛽 െ

1.25
𝛽ଶ ൰

൅ ൬1 െ
ℎ௪
𝑏௪
൰ ൬

0.06
𝛽 ൅

0.6
𝛽ଶ ൰⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
𝜎௒,𝜎௒

⎠

⎟
⎞

 

 

𝛽 ൌ
ℎ௪
𝑡௪

ට
𝜎௒
𝐸  

ℎ௪： 主要支持部材のウェブ深さ

（mm） 
𝑏௪： 主要支持部材のウェブ防撓材心

距（mm） 
𝜎௒： 主要支持部材ウェブの規格最小

降伏応力（N/mm2） 

𝛽やℎ௪/𝑏௪の値によっ

て負の値等，不合理な

値を取りうる算式と

なっていたため，修正

する。 
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2-1 編 コンテナ運搬船 2-1 編 コンテナ運搬船  

5 章 縦強度 5 章 縦強度  

5.4 縦曲げ最終強度 5.4 縦曲げ最終強度  

5.4.2 縦曲げ最終強度評価 5.4.2 縦曲げ最終強度評価 
 

次の算式を，満足しなければならない。 

𝛾ௌ𝑀ௌ ൅ 𝛾ௐ𝑀ௐ ൑
𝑀௎

𝛾ெ𝛾஽஻
 

𝛾௦： 静水中垂直曲げモーメントに対する部

分安全係数で，次による。 
𝛾௦ ൌ 1.0 

𝛾ௐ： 波浪中垂直曲げモーメントに対する部

分安全係数で，次による。 
𝛾௪ ൌ 1.2 

𝑀௦，𝑀௪： 4.2.2.5 に示すホギング及びサギ

ングの荷重ケースに対する静水中垂直

曲げモーメント及び波浪中垂直曲げモ

ーメント（kN-m） 
𝑀௎： 縦曲げ最終強度（kN-m）で，1 編附属書

5.4 に規定する手法で求めなければならな

い。ただし，1 編附属書 5.4 の An2.3.8 に規

定する応力‐ひずみ曲線𝜎஼ோହ െ 𝜖の算式に代

えて，次を用いること。 

次の算式を，満足しなければならない。 

𝛾ௌ𝑀ௌ ൅ 𝛾ௐ𝑀ௐ ൑
𝑀௎

𝛾ெ𝛾஽஻
 

𝛾௦： 静水中垂直曲げモーメントに対する部

分安全係数で，次による。 
𝛾௦ ൌ 1.0 

𝛾ௐ： 波浪中垂直曲げモーメントに対する部

分安全係数で，次による。 
𝛾௪ ൌ 1.2 

𝑀௦，𝑀௪： 4.2.2.5 に示すホギング及びサギ

ングの荷重ケースに対する静水中垂直

曲げモーメント及び波浪中垂直曲げモ

ーメント（kN-m） 
𝑀௎： 縦曲げ最終強度（kN-m）で，1 編附属書

5.4 に規定する手法で求めなければならな

い。ただし，1 編附属書 5.4 の An2.3.8 に規

定する応力‐ひずみ曲線𝜎஼ோହ െ 𝜖の算式に代

えて，次を用いること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
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𝜎஼ோହ ൌ min

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝛷𝜎௒௉

𝛷𝜎௒௉

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑠

𝑙 ቆ
2.25
𝛽ா_ଵ

െ
1.25
𝛽ா_ଵ

ଶቇ

൅0.1 ቀ1 െ
𝑠
𝑙ቁ ቆ1 ൅

1
𝛽ா

ଶቇ
ଶ

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

𝜎௒௉： 板の材料の規格最小降伏応力
(N/mm2) 

𝛷，𝛽ா，𝛽ா_ଵ，𝑠，𝑙： 1編附属書5.4の

An2.3.8 による。 
𝛾ெ： 縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，

次による。 
𝛾ெ ൌ 1.05 

𝛾஽஻： 二重底曲げの影響を考慮した部分安全

係数で，次による。ただし，考慮する船体横

断面における内底板の幅が船の中央におけ

る内底板の幅よりも小さい場合，又は考慮す

る船体横断面における二重底の構造が船の

中央部の構造と異なる場合（機関室等），本

会の承認を得て，ホギング状態における𝛾஽஻
の値を適当に減じて差し支えない。 

ホギング状態：𝛾஽஻ ൌ 1.15 
サギング状態：𝛾஽஻ ൌ 1.0 

𝜎஼ோହ ൌ min

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜎௒௉Φ

𝛷𝜎௒௉

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑠

𝑙 ቆ
2.25
𝛽ா

െ
1.25
𝛽ா

ଶ ቇ

൅0.1 ቀ1 െ
𝑠
𝑙ቁ ቆ1 ൅

1
𝛽ா

ଶቇ
ଶ

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

𝜎௒௉： 板の材料の規格最小降伏応力
(N/mm2) 

𝛷，𝛽ா，𝑠，𝑙： 1編附属書 5.4のAn2.3.8
による。 

𝛾ெ： 縦曲げ最終強度に対する部分安全係数で，

次による。 
𝛾ெ ൌ 1.05 

𝛾஽஻： 二重底曲げの影響を考慮した部分安全

係数で，次による。ただし，考慮する船体横

断面における内底板の幅が船の中央におけ

る内底板の幅よりも小さい場合，又は考慮す

る船体横断面における二重底の構造が船の

中央部の構造と異なる場合（機関室等），本

会の承認を得て，ホギング状態における𝛾஽஻
の値を適当に減じて差し支えない。 

ホギング状態：𝛾஽஻ ൌ 1.15 
サギング状態：𝛾஽஻ ൌ 1.0 

 

 

𝛽ாや𝑠/𝑙の値によって

負の値等，不合理な値

を取りうる算式とな

っていたため，修正す

る。 
 
UR S11A 由来の算式 
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9 章 疲労 9 章 疲労  

9.4 曲げ捩り疲労強度評価 9.4 曲げ捩り疲労強度評価  

9.4.5 ホットスポット応力 9.4.5 ホットスポット応力 
 

9.4.5.3 考慮する積付状態及び時間比率 （新規） 
 

-1. 標準的な積付状態及び時間比率は，表 9.4.5-1.に
よる。 

-2. 前-1.にかかわらず，表 9.4.5-1.以外の積付状態及

び時間比率を考慮する場合は，適切な組合せを考慮する

必要がある。 
 

表 9.4.5-1. 標準的な積付状態及び時間比率 

積付状態 時間比率𝛼ሺ௝ሻ 

コンテナ均等積状態 100% 
 

 改正内容 (10) 定義の

明確化及び誤記修正 
曲げ捩り疲労評価時

の標準的な積付状態

及び時間比率を明記

する 
 
 
 
 
 
 

9.4.5.4 溶接ルート部の疲労強度評価 9.4.5.3 溶接ルート部の疲労強度評価 
 

溶接ルート部の疲労強度評価は，1 編 9.7 によらなけ

ればならない。 
溶接ルート部の疲労強度評価は，1 編 9.7 によらなけ

ればならない。 
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2-4 編 木材チップ船 2-4 編 木材チップ船  

6 章 局部強度 6 章 局部強度  

6.1 一般 6.1 一般  

6.1.1 適用 6.1.1 適用 
 

6.1.1.1 チップ船 6.1.1.1 チップ船 
 
 
 

図 6.1.1-2. チップ船に対する適用例 

 

 

サイドフレーム 1編 6.4.3 
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6.2 防撓材 6.2 バラストホールド 構成の整理 

6.2.1 サイドフレーム 6.2.1 サイドフレーム 
 

6.2.1.1 （新規） 
 

チップ船の貨物倉内のサイドフレームの寸法は，1 編

6.4.3.2 を適用するにあたり，次の(a)及び(b)による。た

だし，図 6.2.1-1.に示す構造様式に分類することが難し

い構造様式の場合は，本会の適当と認めるところによ

る。 
(a) 𝑓௕௖の値を 0.8 から 0.85 と読み替える。 
(b) サイドフレーム下端における二重底曲げに

よる回転モーメント𝑀ଶ及びせん断力𝐹ଶは考

慮しなくて差し支えない。 
 

 改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 
チップ船に対する係

数の読み替えを規定

する。なお，要件の変

更は無い。 

図 6.2.1-1. チップ船横断面の例 

 

（新規）  

  

サイドストリンガで支持
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6.2.1.2 バラストホールド 6.2.1.1 サイドフレームの寸法 
項番号の修正 

バラストを積載する貨物倉内のサイドフレームの断

面係数及びウェブの板厚は，1 編 6.4.3.2 の規定に加え，

1 編 6.4.2 の規定を満足しなければならない。ただし，1
編 6.4.2 の適用にあたっては，1 編表 6.2.2-1.における液

体積載物による評価のみを適用し，サイドフレームの有

効曲げスパン及び有効せん断スパンについては，1 編

6.4.3.2 の規定による。 
 

バラストを積載する貨物倉内のサイドフレームの断

面係数及びウェブの板厚は，1 編 6.4.3.2 の規定に加え，

1 編 6.4.2 の規定を満足しなければならない。ただし，1
編 6.4.2 の適用にあたっては，1 編表 6.2.2-1.における液

体積載物による評価のみを適用し，サイドフレームの有

効曲げスパン及び有効せん断スパンについては，1 編

6.4.3.2 の規定による。 

 

（削除） 6.3 ビルジホッパタンク  

（削除） 6.3.1 サイドロンジ及びビルジホッパ斜板付きロン

ジ 

 

6.2.1.3 サイドフレームの下端の固着 6.3.1.1 サイドフレームの下端の固着 
項番号の修正 

10.2.2.2-2.に規定するビルジホッパタンク内部に取付

ける支持ブラケットを支持するサイドロンジ及びビル

ジホッパ斜板付きロンジの断面係数は，1 編 6.4 の規定

を適用するにあたり，当該支持ブラケットの配置にかか

わらず，算式中のℓを防撓桁間の距離（m）として算定し

た値以上としなければならない。 

10.2.2.2-2.に規定するビルジホッパタンク内部に取付

ける支持ブラケットを支持するサイドロンジ及びビル

ジホッパ斜板付きロンジの断面係数は，1 編 6.4 の規定

を適用するにあたり，当該支持ブラケットの配置にかか

わらず，算式中のℓを防撓桁間の距離（m）として算定し

た値以上としなければならない。 
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2-5 編 一般貨物船，冷凍運搬船 2-5 編 一般貨物船，冷凍運搬船  

6 章 局部強度 6 章 局部強度  

6.2 防撓材 （新規） 改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 

6.2.1 サイドフレーム （新規） 
 

6.2.1.1 一般貨物船 （新規） 
 

一般貨物船の貨物倉内のサイドフレームの寸法は，1
編 6.4.3.2 を適用するにあたり，次の(a)及び(b)による。

ただし，図 6.2.1-1.に示す構造様式に分類することが難

しい構造様式の場合は，本会の適当と認めるところによ

る。 
(a) 𝑓௕௖の値を 0.8 から 1.0 と読み替える。 
(b) サイドフレーム下端における二重底曲げに

よる回転モーメント𝑀ଶ及びせん断力𝐹ଶは考

慮しなくて差し支えない。 

 
一般貨物船に対する

係数の読み替えを規

定する。 
図 6.1.1-1.に示すよう

に，1 層目が二重船側

であり，2 層目に設け

られるものを一般貨

物船のサイドフレー

ムとして想定し，下端

部の境界条件に関す

る係数𝑓௕௖は，固定を意

味する 1.0 とする。ま

た，二重底曲げによる

モーメント及びせん

断力は考慮しない。 
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図 6.2.1-1. 一般貨物船横断面の例 

 
 

（新規）  

6.2.1.2 冷凍運搬船 （新規） 
改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 
冷凍運搬船の貨物倉内のサイドフレームにあっては，

1 編 6.4.3.2 を適用するにあたり，サイドフレーム下端に

おける二重底曲げによる回転モーメント𝑀ଶ及びせん断

力𝐹ଶは考慮しなくて差し支えない。ただし，図 6.2.1-2.に
示す構造様式に分類することが難しい構造様式の場合

は，本会の適当と認めるところによる。 

 
冷凍運搬船に対する

係数の読み替えを規

定する。 
多層甲板船であり，

下端部の境界条件に

関する係数𝑓௕௖は，最

下層は従来通り 0.8
を，それ以外は固定

と考え 1.0 とする。

（1 編に規定）また，

二重底曲げによるモ

ーメント及びせん断

力は考慮しない。 
  

二重船側
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図 6.2.1-2. 冷凍運搬船横断面の例 

 

（新規）  

6.2.1.3 セメント船 （新規） 
 

セメント専用運搬船の貨物倉内のサイドフレームの

寸法は，1 編 6.4.3.2 を適用するにあたり，次の(a)及び

(b)による。ただし，図 6.2.1-3.に示す構造様式に分類す

ることが難しい構造様式の場合は，本会の適当と認める

ところによる。 
(a) 𝑓௟௢௔ௗの値を 1.0 から 0.8，𝑓௕௖の値を 0.8 から

0.9 と読み替える。 
(b) サイドフレーム下端における二重底曲げに

よる回転モーメント𝑀ଶ及びせん断力𝐹ଶは考

慮しなくて差し支えない。 

 
セメント専用運搬船

に対する係数の読み

替えを規定する。 
セメント船に関して

は，満載状態におい

て，海水による外圧を

打ち消す方向の荷重

が働くため，多港積み

の空倉状態が支配的

だと考えられる。した

がって，多港積みの係

数𝑓௟௢௔ௗ=0.8 かつ，セメ

ント船に特有の，内底

板の下に void を持つ

構造を考慮した，境界

条件の係数𝑓௕௖=0.9 と

読み替える。また，二

重底曲げによるモー
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メント及びせん断力

は考慮しない。 
 

図 6.2.1-3. セメント専用運搬船横断面の例 

 

 

（新規）  

6.3 特殊な貨物を積載する船舶 6.2 特殊な貨物を積載する船舶 項番号の修正 

6.3.1 一般 6.2.1 一般 
 

6.3.1.1 6.2.1.1 
 

分布荷重が作用するとみなせる貨物以外の貨物を積

載する場合については，本 6.3 によらなければならない。 
分布荷重が作用するとみなせる貨物以外の貨物を積

載する場合については，本 6.2 によらなければならない。 
 

6.3.2 スチールコイルを積載する船舶 6.2.2 スチールコイルを積載する船舶 
 

6.3.2.1 板及び防撓材 6.2.2.1 板及び防撓材 
 

スチールコイルを積載する船舶の板及び防撓材は，

10.1 によらなければならない。 
スチールコイルを積載する船舶の板及び防撓材は，

10.1 によらなければならない。 
 

空所 空所
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6.3.3 車両を積載する船舶（荷役時に車両を用いる

場合も含む。） 
6.2.3 車両を積載する船舶（荷役時に車両を用いる

場合も含む。） 

 

6.3.3.1 板及び防撓材 6.2.3.1 板及び防撓材 
 

-1. 車両を積載する甲板及び内底板の板及び防撓材

は，2-6 編 10.1 によらなければならない。 
-2. 荷役時にフォークリフトトラック等の車両を用

い，板及び防撓材が車輪から集中荷重を受ける場合，板

及び防撓材は，2-6 編 10.1 によらなければならない。 

-1. 車両を積載する甲板及び内底板の板及び防撓材

は，2-6 編 10.1 によらなければならない。 
-2. 荷役時にフォークリフトトラック等の車両を用

い，板及び防撓材が車輪から集中荷重を受ける場合，板

及び防撓材は，2-6 編 10.1 によらなければならない。 

 

6.3.4 その他の特殊な貨物を積載する船舶 6.2.4 その他の特殊な貨物を積載する船舶 
 

6.3.4.1 6.2.4.1 
 

前 6.3.2 及び 6.3.3 以外の特殊な貨物を積載する船舶

にあっては，それぞれの貨物による荷重の作用形態を考

慮して，本会が適当と認める手法で評価しなければなら

ない。 

前 6.2.2 及び 6.2.3 以外の特殊な貨物を積載する船舶

にあっては，それぞれの貨物による荷重の作用形態を考

慮して，本会が適当と認める手法で評価しなければなら

ない。 
 

 

10 章 追加の構造要件 10 章 追加の構造要件  

10.1 スチールコイルを積載する船舶 10.1 スチールコイルを積載する船舶  

10.1.5  サイドフレーム（ビルジホッパを有しない船

舶であって単船側の船舶） 
10.1.5  サイドフレーム（ビルジホッパを有しない船

舶であって単船側の船舶） 

 

10.1.5.1  サイドフレーム 10.1.5.1  サイドフレーム 
 

-1. 3 段積み以外の場合，サイドフレームの断面係数

及びウェブの厚さは，次の算式による値以上としなけれ

-1. 3 段積み以外の場合，サイドフレームの断面係数

及びウェブの厚さは，次の算式による値以上としなけれ
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ばならない。 

𝑍 ൌ 1.2
𝐹ௌ஼ℓଵ௕ௗ௚

8𝜎௒
ൈ 10ଷ（cm3），𝑡௪

ൌ 2.0
0.5𝐹ௌ஼
𝑑௦௛௥𝜏௒

ൈ 10ଷ（mm） 

𝜎௒： 規格最小降伏応力（N/mm2） 
𝜏௒： 許容せん断応力（N/mm2）で次の算式による。 

𝜎௒/√3 
𝐹𝑆𝐶： サイドフレームに作用する荷重（kN）で，

4.4.2.1-2.による。 
ℓଵ௕ௗ௚：サイドフレームの有効曲げスパン（m）。

ブラケットが設けられる場合は，有効曲げス

パンの端部は，サイドフレームの深さとブラ

ケットの深さの合計が1.5ℎ௪となる点とする

（1 編表 6.4.3-1.参照） 
𝑑𝑠ℎ𝑟： 防撓材の有効せん断深さ（mm）で，1 編

3.6.4.2 の規定による。 

 

ばならない。 

𝑍 ൌ 1.2
𝐹ௌ஼ℓଵ௕ௗ௚

8𝜎௒
ൈ 10ଷ（cm3），𝑡௪

ൌ 2.0
0.5𝐹ௌ஼
𝑑௦௛௥𝜏௒

ൈ 10ଷ（mm） 

𝜎௒： 規格最小降伏応力（N/mm2） 
𝜏௒： 許容せん断応力（N/mm2）で次の算式による。 

𝜎௒/√3 
𝐹𝑆𝐶： サイドフレームに作用する荷重（kN）で，

4.4.2.1-2.による。 
ℓଵ௕ௗ௚：サイドフレームの有効曲げスパン（m）。

ブラケットが設けられる場合は，有効曲げス

パンの端は，サイドフレームとブラケットの

深さが2ℎ௪となる点とする。（1 編図 6.4.3-2.
参照）。 

𝑑𝑠ℎ𝑟： 防撓材の有効せん断深さ（mm）で，1 編

3.6.4.2 の規定による。 

10.6 上甲板上に重量物を積載する船舶 （新規）  

10.6.1 一般 （新規） 
 

10.6.1.1  一般 （新規） 
 

-1. 𝐵 𝐷⁄ が 2.5 以上の船舶にあっては，1 編 4.3.2.3 及

び 4.3.2.4 に規定する波浪中垂直曲げモーメント及び波

浪中垂直せん断力は，本会と事前に協議の上，決定しな

ければならない。 
-2. 上甲板又はその桁板は，適当に補強しなければな

 改正内容(1) 重量物運

搬船に対する要件及

び Notation の規定 
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らない。 
-3. 貨物を積載する際，貨物荷重が均一に甲板構造に

伝わるよう，ダンネージを設ける等の適切な措置を講じ

なければならない。 
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2-6 編 自動車運搬船， 
ロールオン・ロールオフ船 

2-6 編 自動車運搬船， 
ロールオン・ロールオフ船 

 

6 章 局部強度 6 章 局部強度  

6.2 防撓材 （新規） 
改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 

6.2.1 サイドフレーム （新規） 
 

6.2.1.1 （新規） 
 

自動車運搬船，ロールオン・ロールオフ船の貨物倉内

のサイドフレームにあっては，1 編 6.4.3.2 を適用するに

あたり，サイドフレーム下端における二重底曲げによる

回転モーメント𝑀ଶ及びせん断力𝐹ଶは考慮しなくて差し

支えない。 
 

 自動車運搬船，ロール

オン・ロールオフ船に

対する係数の読み替

えを規定する。 
多層甲板船であり，下

端部の境界条件に関

する係数𝑓௕௖は，最下層

は従来通り 0.8 を，そ

れ以外は固定と考え

1.0 とする。（1 編に規

定）また，二重底曲げ

によるモーメント及

びせん断力は考慮し

ない。 
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10 章 追加の構造要件 10 章 追加の構造要件  

10.2 可動式車両甲板 10.2 可動式車両甲板  

10.2.1 可動式車両甲板の桁 10.2.1 可動式車両甲板の桁 
 

10.2.1.2 強度基準* 
-2. 各桁部材の圧縮側フランジの有効幅は，パネルの

防撓方向に応じて，次の(1)又は(2)の規定により定まる

値としなければならない。 
(1) パネルの防撓方向に平行な桁部材に対する有効

幅： 
1 編 3.6.3 に規定する値 

(2) パネルの防撓方向に直交する桁部材に対する有

効幅𝑏௘௙௧： 

𝑏௘௙௧ ൌ෍൬
𝐶௘௧ ∙ 𝑎

2 ൰
௡

（mm） 

甲板の座屈防止用防撓材が適切に配置されてい

る場合，有効幅𝑏௘௙௧の算定時にこれを考慮に入れ

て差し支えない。ただし，1 編 3.6.3 に規定する

値を超えてはならない。 
𝐶𝑒𝑡： 係数で次の算式による値。ただし，1 を

超えるときは，1 とする。 

𝐶𝑒𝑡 ൌ ൭
3
𝛽1

－
1.75
𝛽1

2 ൱
𝑏
𝑎൅ ൭

0.075
𝛽 ൅ 0.75

𝛽2 ൱ቆ1－𝑏
𝑎ቇ 

𝑛： パネル周辺の桁部材にあっては 1，それ以外

の桁部材にあっては 2 とする。 
𝑎： 防撓材に直交する桁部材の心距（mm） 

10.2.1.2 強度基準* 
-2. 各桁部材の圧縮側フランジの有効幅は，パネルの

防撓方向に応じて，次の(1)又は(2)の規定により定まる

値としなければならない。 
(1) パネルの防撓方向に平行な桁部材に対する有効

幅： 
1 編 3.6.3 に規定する値 

(2) パネルの防撓方向に直交する桁部材に対する有

効幅𝑏௘௙௧： 

𝑏௘௙௧ ൌ෍൬
𝐶௘௧ ∙ 𝑎

2 ൰
௡

（mm） 

甲板の座屈防止用防撓材が適切に配置されてい

る場合，有効幅𝑏௘௙௧の算定時にこれを考慮に入れ

て差し支えない。ただし，1 編 3.6.3 に規定する

値を超えてはならない。 
𝐶𝑒𝑡： 係数で次の算式による値。ただし，1 を超え

るときは，1 とする。 

𝐶𝑒𝑡 ൌ ൭
3
𝛽－

1.75
𝛽2 ൱

𝑏
𝑎൅ ൭

0.075
𝛽 ൅ 0.75

𝛽2 ൱ቆ1－𝑏
𝑎ቇ 

𝑛： パネル周辺の桁部材にあっては 1，それ以外

の桁部材にあっては 2 とする。 
𝑎： 防撓材に直交する桁部材の心距（mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改正内容(5) 座屈によ

る強度低下を考慮す

る係数の修正 
 
 
𝛽や𝑏/𝑎の値によって

負の値等，不合理な値

を取りうる算式とな
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𝑏： 防撓材の心距（mm） 
𝛽ଵ ൌ maxሺ𝛽, 2.21ሻ 
𝛽： 係数で次の算式による値 

𝛽 ൌ
𝑏
𝑡
ට
𝜎ி
𝐸  

𝑡： 車両甲板の板厚（mm） 
𝜎𝐹： 車両甲板に使用する材料の降伏

点又は耐力（N/mm2） 
𝐸： 弾性係数で，鋼の場合にあっては，2.06 ൈ

10ହ（N/mm2）とする。 
 

𝑏： 防撓材の心距（mm） 
 
𝛽： 係数で次の算式による値 

𝛽 ൌ
𝑏
𝑡
ට
𝜎ி
𝐸  

𝑡： 車両甲板の板厚（mm） 
𝜎𝐹： 車両甲板に使用する材料の降伏

点又は耐力（N/mm2） 
𝐸： 弾性係数で，鋼の場合にあっては，2.06 ൈ

10ହ（N/mm2）とする。 
 

っていたため，修正す

る。 
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2-9 編 液化ガスばら積船 
（独立方形タンクタイプ A/B 方式） 

2-9 編 液化ガスばら積船 
（独立方形タンクタイプ A/B 方式） 

 

6 章 局部強度 6 章 局部強度  

6.2 防撓材 （新規） 改正内容(3) サイドフ

レームに関する要件

の整理 

6.2.1 サイドフレーム （新規） 
 

6.2.1.1 （新規） 
 

多港積み等により評価ホールドが空倉となる倉内の

サイドフレームにあっては，1 編 6.4.3.2 を適用するにあ

たり，サイドフレーム下端における二重底曲げによる回

転モーメント𝑀ଶ及びせん断力𝐹ଶを考慮しなければなら

ない。 

 
多港積み等により評

価ホールドが空倉と

なる場合には，二重底

曲げによるモーメン

ト及びせん断力を考

慮する必要がある旨

規定する。 
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2-10 編 液化ガスばら積船 
（独立型タンクタイプ C 方式） 

2-10 編 液化ガスばら積船 
（独立型タンクタイプ C 方式） 

 

1 章 通則 1 章 通則  

1.1 一般 1.1 一般 改正内容(9) 液化ガス

ばら積船（Type C）の

貨物倉解析 

1.1.1 適用 1.1.1 適用 
 

1.1.1.2 他の本会規則との関係 （新規） 
 

1 編 1.2.2.5 の適用にあたり，D 編及び N 編の関連規

定を表 1.1.1-1.に参考として示す。 
 液化ガスばら積船（独

立型タンクタイプC方

式）に対して，貨物倉

解析による強度評価

を新たに規定する。 
表 1.1.1-1. 他の本会規則との関係 

対象構造 項目 C 編以外の参照規則等 

船体構造 鋼材の使用区分 N 編 4.19.1，N 編 6 章 

貨物タンク 

全般 N 編 4.23 

浸水した際の浮力による荷重に対する評価 N 編 4.15.2 

圧力容器の強度 D 編 10.5 

スロッシングに対する評価（許容積載液位に

対して） 
N 編 4.14.3 

熱応力解析（過渡状態については，-55℃より

低い貨物を積載する場合のみ） 
N 編 4.13.4 

 

（新規） 
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4 章 荷重 4 章 荷重  

4.1 一般 4.1 一般 
 

4.1.1 概要 4.1.1 概要 
 

4.1.1.1 本章の構成及び概要 4.1.1.1 本章の構成及び概要 
 

本章の各節には，本 2-10 編及び 1 編の各章に規定す

る構造寸法を定めるための各算式及び各強度評価に用

いる荷重として，表 4.1.1-1.に示す追加要件を規定する。 
 

本章の各節には，本 2-10 編及び 1 編の各章に規定す

る構造寸法を定めるための各算式及び各強度評価に用

いる荷重として，表 4.1.1-1.に示す追加要件を規定する。 

 

表 4.1.1-1. 4 章の概要 

節 表題 概要 

4.1 一般 4 章の一般原則に関する要件 

4.2 局部強度において考慮する荷重 
1 編 6 章に規定する局部強度の要件において考慮する各

種荷重に関する追加要件 

4.3 主要支持構造強度において考慮する荷重 
7 章及び 1 編 7 章に規定する主要支持構造強度の要件に

おいて考慮する各種荷重に関する追加要件 

4.4 貨物倉解析による強度評価において考慮する荷重 
8 章及び 1 編 8 章に規定する貨物倉解析による強度評価

の要件において考慮する各種荷重に関する追加要件 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 設計荷重シナリオ及び荷重 （新規） 
 

4.1.2.1  （新規） 
 

-1. 1 編 4.1.2.1 の規定に加えて，本章の規定に従い，

次の(1)及び(2)に示す設計荷重シナリオ及び荷重を考慮

しなければならない。 
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(1) 30 度静的横傾斜状態：船舶が 30 度横傾斜した状

態において，海水及び積載物により生じる面外

荷重（関連規定：N 編 4.13.9） 
(2) 衝突状態：船舶が衝突した状態において，海水及

び積載物により生じ得る面外荷重（関連規定：N
編 4.15.1） 

-2. 本会が適当と認めた場合，N 編 14.5.2 に規定する

状態（以降，浸水状態（IGC））を設計荷重シナリオとし

て追加することができる。 

 
4.4 貨物倉解析による強度評価において考慮する荷

重 
（新規）  

4.4.1 一般 （新規） 
 

4.4.1.1 一般 （新規） 
 

-1. 8 章及び 1 編 8 章に規定する貨物倉解析による強

度評価において考慮する荷重は，本 4.4 の規定にもよら

なければならない。 
-2. 最大荷重状態の荷重に関する追加要件は，4.4.2の

規定によらなければならない。 
-3. 港内状態の荷重は考慮する必要はない。 
-4. 30 度静的横傾斜状態の荷重は，4.4.3 の規定によ

らなければならない。 
-5. 衝突状態の荷重は，4.4.4 の規定によらなければ

ならない。 
-6. 浸水状態（IGC）の荷重は，4.4.5 の規定によらな

ければならない。 
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4.4.2 最大荷重状態 （新規） 
 

4.4.2.1 積付状態 （新規） 
 

-1. ローディングマニュアルで制限されるものを除

き，想定される全ての積付状態から，各評価対象構造に

有意となる積付状態を適切に考慮しなければならない。 
-2. 2 つの貨物倉を有する船舶の場合，考慮する積付

状態は，表 4.4.2-1.によらなければならない。3 つ以上の

貨物倉を有する船舶の場合，考慮する積付状態は，表

4.4.2-2.によらなければならない。ただし，いずれの船舶

にあっても，ローディングマニュアルにおいて運航上の

積付状態を制限する場合には，相当する積付状態につい

て考慮しなくて差し支えない。 
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表 4.4.2-1. 最大荷重状態で考慮すべき積付状態（貨物倉の総数が 2 つの場合） 

積付状態(1)(2) 積付パターン 喫水 
静水中垂直曲

げモーメント 
𝑀ௌ௏ 

等価設計波 

満載積付状態 S1 

最前端貨物倉の場合 

 
 
最後端貨物倉の場合 

 

𝑇ௌ஼  

0.5𝑀ௌ௏_௠௔௫ 
HM-2/FM-2 

PCL-2 

𝑀ௌ௏_௠௜௡ 

HM-1/FM-1 
BR-1P/-1S 
BP-1P/-1S 
AV-1P/-1S 

PCL-1 

バラスト状態 S2 

最前端貨物倉の場合 

 
 
最後端貨物倉の場合 

 

𝑇஻஺௅ 

𝑀ௌ௏_௠௔௫ 
HM-2/FM-2 

PCL-2 

0.5𝑀ௌ௏_௠௔௫ 

HM-1/FM-1 
BR-1P/-1S 
BP-1P/-1S 

PCL-1 

（新規） 
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：液体貨物 
：バラスト水 

(1) X 軸回りの環動半径（m）につき，満載積付状態においては0.35𝐵，バラスト状態においては0.40𝐵とする。ただし，考慮する積

付状態に応じた重量分布に基づき算出した値を用いることができる。 

(2) 燃料油タンクが貨物区域内にある場合，当該タンクは空とすること。 

 
 

表 4.4.2-2. 最大荷重状態で考慮すべき積付状態（貨物倉の総数が 3 つ以上の場合） 

積付状態(1)(2) 積付パターン 喫水 
静水中垂直曲

げモーメント 
𝑀ௌ௏

 (3) 

等価設計波 

満載積付状態 S1 

中央部貨物倉の場合 

 
 

最前端貨物倉の場合 

 
 

最前後貨物倉の場合 

 

𝑇ௌ஼  

0.5𝑀ௌ௏_௠௔௫ 
HM-2/FM-2 

PCL-2 

𝑀ௌ௏_௠௜௡ 

HM-1/FM-1 
BR-1P/-1S 
BP-1P/-1S 
AV-1P/-1S 

PCL-1 

（新規） 
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バラスト状態 S2 

中央部貨物倉の場合 

 
 
最前端貨物倉の場合 

 
 
最後端貨物倉の場合 

 

𝑇஻஺௅ 

𝑀ௌ௏_௠௔௫ 
HM-2/FM-2 

PCL-2 

0.5𝑀ௌ௏_௠௔௫ 

HM-1/FM-1 
BR-1P/-1S 
BP-1P/-1S 

PCL-1 

多港積荷・ 
揚荷状態 

S3 

中央部貨物倉の場合 

 
 

最前端貨物倉の場合 

𝑇ெ௉ି௠௔௫ 𝑀ௌ௏_௠௔௫ 
HM-2/FM-2 

PCL-2 
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最後端貨物倉の場合 

 

S4 

中央部貨物倉の場合 

 
 

最前端貨物倉の場合 

 
 

最後端貨物倉の場合 

𝑇ெ௉ି௠௜௡ 𝑀ௌ௏_௠௜௡ 

HM-1/FM-1 
BR-1P/-1S 
BP-1P/-1S 

PCL-1 
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：液体貨物 
：バラスト水 

（備考） 
𝑇ெ௉ି௠௔௫： ローディングマニュアルに記載される積付状態のうち，積付けパターン S3 に相当する状態の最大喫水（m）。 
𝑇ெ௉ି௠௜௡： ローディングマニュアルに記載される積付状態のうち，積付けパターン S4 に相当する状態の最小喫水（m）。 

(1) X 軸回りの環動半径（m）につき，満載積付状態においては0.35𝐵，バラスト状態においては0.40𝐵，多港積荷・揚荷状態におい

ては0.38𝐵とする。ただし，考慮する積付状態に応じた重量分布に基づき算出した値を用いることができる。 

(2) 燃料油タンクが貨物区域内にある場合，当該タンクは空とすること。 

(3) 多港積荷・揚荷状態において，表に規定する静水中垂直曲げモーメントに代わって，消費タンク等を満載又は空にする等物理

的に存在し得る全ての組み合わせを考慮した上で発生する最大又は最小の静水中垂直曲げモーメントを考慮することができ

る。 
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4.4.2.2 波条件 （新規） 
 

表 4.4.2-3.に規定する等価設計波に基づく荷重を追加

で考慮しなければならない。 
 

  

表 4.4.2-3. 等価設計波の概念 

等価設計波 波向き 代表的な特徴 

AV(1) 

AV-1P 斜波 左舷が波上側 up 貨物倉の重心位置における上下方向加速度が最大 

AV-2P 斜波 左舷が波上側 down 貨物倉の重心位置における上下方向加速度が最小 

AV-1S 斜波 右舷が波上側 up 貨物倉の重心位置における上下方向加速度が最大 

AV-2S 斜波 右舷が波上側 down 貨物倉の重心位置における上下方向加速度が最小 

PCL 

PCL-1 向波 サギング状態 船底の船体中心線における波浪変動圧が最小 

PCL-2 向波 ホギング状態 船底の船体中心線における波浪変動圧が最大 

(1) 評価する貨物倉の重心位置が0.6 ൏ 𝑥 𝐿஼⁄ となる場合に適用する。 
 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.3 海水による外圧 （新規） 
 

1 編 4.6.2.4 を適用するにあたって，2-9 編 4.3.2.4 に規

定する等価設計波 AV 及び PCL に対する波浪変動圧𝑃௘௫୵
を追加で考慮しなければならない。 

 
 

4.4.2.4 液体積載物による内圧 （新規） 
 

1 編 4.6.2.5 を適用するにあたって，等価設計波 AV 及

び PCL に対する任意の位置における加速度を考慮しな

ければならない。当該加速度は，2-9 編 4.3.2.5 によらな
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ければならない。 

4.4.2.5 ハルガーダ荷重 （新規） 
 

-1. 1 編 4.6.2.10 の適用にあたって，考慮する積付状

態に対する静水中垂直曲げモーメントは，4.4.2.1 の規定

に従わなければならない。 
-2. 1 編 4.6.2.10 の適用にあたって，等価設計波 AV 及

び PCL に対する係数𝐶ସ௩及び𝐶ସ௛は，2-9 編 4.3.2.6 によら

なければならない。 

 
 

4.4.3 30 度静的横傾斜状態 （新規） 
 

4.4.3.1 積付状態 （新規） 
 

標準的な積付状態は，表 4.4.3-1.によらなければなら

ない。  
 

  



「鋼船規則 C 編関連（2025 年改正 1）」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

65/85 

表 4.4.3-1. 30 度静的横傾斜状態の積付状態 
積付 
状態 

積付パターン 喫水 
垂直曲げ 
モーメント 

- H1 

中央部貨物倉の場合： 

 
 
最前端貨物倉の場合： 

 
 
最後端貨物倉の場合： 

 

𝑇ௌ஼  0 

：表 4.4.2-1.による。 

（備考） 
船体構造及び貨物タンク構造が左右非対称となる船舶にあっては，左舷下降の傾斜状態及び右舷下降の傾斜

状態の双方を考慮すること。 
 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3.2 その他 （新規） 
 

積付状態以外の要件（波条件，外圧，内圧及びハルガ

ーダ荷重）は，2-9 編 4.3.4 の規定によらなければならな

い。 

 
 

4.4.4 衝突状態 （新規） 
 

4.4.4.1 積付状態 （新規） 
 

標準的な積付状態は，表 4.4.4-1.によらなければなら

ない。  
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表 4.4.4-1. 衝突状態の積付状態 
積付 
状態 

積付パターン 喫水 
垂直 

曲げモーメント 

満載積付状態 C1 

中央部貨物倉の場合： 

 
 

最前端貨物倉の場合： 

 
 

最後端貨物倉の場合： 

 

𝑇ௌ஼  0 

：表 4.4.2-1.による。 
 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.2 その他 （新規） 
 

積付状態以外の要件（波条件，外圧，内圧及びハルガ

ーダ荷重）は，2-9 編 4.3.5 の規定によらなければならな

い。 
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4.4.5 浸水状態（IGC） （新規） 
 

4.4.5.1 積付状態 （新規） 
 

標準的な積付状態は，表 4.4.5-1.による。 
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表 4.4.5-1. 浸水状態（IGC）の積付状態 
積付 
状態 

積付パターン 喫水 
垂直 

曲げモーメント 

- FLI1 

中央部貨物倉の場合： 

 
 

最前端貨物倉の場合： 

 
 

最後端貨物倉の場合： 

 

𝑇௦௨௠ 0 

𝑇௦௨௠：N 編 4.15.2 による。 
：海水 

 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5.2 その他 （新規） 
 

積付状態以外の要件（波条件，外圧，内圧及びハルガ

ーダ荷重）は，2-9 編 4.3.6 の規定による。  
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8 章 貨物倉解析による強度評価 8 章 貨物倉解析による強度評価  

8.1 一般 8.1 一般  

8.1.1 概要 8.1.1 適用 
 

8.1.1.1 本章の構成及び概要 8.1.1.1 
 

-1. 本章は，独立型タンクタイプ C 方式の液化ガス

ばら積船における貨物倉解析による強度評価の追加要

件について規定する。 
-2. 本章の構成及び概要は表 8.1.1-1.による。 

 

1 編 8.1.2.1-1.(2)に該当する船舶は，貨物倉の長さが

30m 以上の船舶とする。 
 

表 8.1.1-1. 8 章の概要 

節 表題 概要 

8.1 一般 本章の概要，適用 

8.2 評価範囲及び評価対象部材 評価範囲及び評価対象部材に関する追加要件 

8.3 構造モデル 構造モデルに関する追加要件 

8.4 境界条件及び荷重条件 境界条件及び荷重条件に関する追加要件 

8.5 強度評価 強度評価基準に関する追加要件 
 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 適用 8.1.2 評価対象部材 
 

8.1.2.1 適用する船舶 8.1.2.1  
 

1 編 8.1.2.1-1.(2)に該当する船舶は，貨物倉の長さが 30 
m 以上の船舶とする。 

1 編 8.2.2 の適用にあたって，貨物タンク構造の部材

を評価する必要はない。 
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（削除） 8.1.3 構造モデル 
 

（削除） 8.1.3.1 モデル化する部材 
 

 1 編 8.3.1.2 の適用にあたって，貨物タンク構造及び貨

物タンクの支持構造を適切にモデル化しなければなら

ない。 

 

（削除） 8.1.3.2 要素の特性 
 

 1 編 8.3.2.2 の適用にあたって，貨物ポンプや配管等の

艤装品及び防熱材料等をモデル化しない場合，それらの

重量を考慮して貨物タンク構造をモデル化した箇所の

材料の密度を調整しなければならない。 

 

 

8.2 評価範囲及び評価対象部材 （新規）  

8.2.1 評価対象部材 （新規） 
 

8.2.1.1 最大荷重状態及び水圧試験状態に対する評価

対象部材 
（新規） 

 

1 編 8.2.2.1 の適用にあたり，評価対象構造及び部材は

次によらなければならない。 
(1) 二重底構造（船底外板，内底板，センターガーダ，

サイドガーダ及びフロア）又は単底構造 
(2) 二重船側構造（船側外板，ビルジホッパ斜板，ビ

ルジホッパ頂板及びサイドトランス）又は単船

側構造 
(3) 甲板構造（上甲板，デッキトランス，ハッチコー

ミング） 
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(4) 隔壁構造 
(5) 貨物タンク支持構造（貨物タンク構造は含めな

い） 
(6) その他本会が必要と認める部材及び箇所 

8.2.1.2 30 度静的横傾斜状態に対する評価対象部材 （新規） 
 

30 度静的横傾斜状態にあっては，貨物タンク支持構

造（貨物タンク構造は含めない）及びその周辺の船体構

造を構成する部材を評価対象としなければならない。 

 
 

8.2.1.3 衝突状態に対する評価対象部材 （新規） 
 

衝突状態にあっては，貨物タンク支持構造（貨物タン

ク構造は含めない）及びその周辺の船体構造を構成する

部材を評価対象としなければならない。ここで，周辺の

船体構造とは貨物タンク支持構造から船長方向に 1 ト

ランススペースの範囲を標準とする。 

 
 

8.2.1.4 浸水状態（IGC）に対する評価対象部材 （新規） 
 

浸水状態（IGC）に基づく強度評価を行う場合，評価

対象部材は本会の適当と認めるところによる。 

 

 
 

8.3 構造モデル （新規）  

8.3.1 モデル化範囲及び部材 （新規） 
 

8.3.1.1 モデル化範囲 （新規） 
 

2 つの貨物倉を有する船舶に対して 1 編 8.3.1.1 を適用

するにあたり，1 編 8.3.1.1-4.の規定に従い，モデル化範

囲を定めなければならない。 
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8.3.1.2 モデル化する部材 （新規） 
 

-1. 1 編 8.3.1.2 の適用にあたり，貨物タンク構造（例：

外殻，補強リング，制水隔壁）及び貨物タンクの支持構

造を適切にモデル化しなければならない。 
-2. 8.3.3.1 の適用にあたり，可能な限り実構造の剛性

と合うよう，必要に応じて小部材をモデル化しなければ

ならない。 

 
 

8.3.2 要素 （新規） 
 

8.3.2.1 要素の特性 （新規） 
 

 1 編 8.3.2.2 の適用にあたり，貨物ポンプや配管等の艤

装品及び防熱材料等をモデル化しない場合，それらの重

量を考慮して貨物タンク構造をモデル化した箇所の材

料の密度を調整しなければならない。 

 
 

8.3.2.2 要素の種類 （新規） 
 

-1. 1 編 8.3.2.1 の適用にあたり，貨物タンク支持構造

のウェブ及びコーミングはシェル要素でモデル化しな

ければならない。 
-2. 8.3.3.1 に規定するメッシュサイズを用いる範囲

にある防撓材は，シェル要素を用いてモデル化するこ

と。また，当該範囲にある主要支持部材のフランジ及び

ブラケットのフランジは，シェル要素を用いてモデル化

すること。 
-3. 貨物タンクと支持構造の接触部にあるベアリン

グブロックは，接触及び接触面に生じる摩擦を考慮した

解析を適切に行える要素を用いてモデル化しなければ

ならない。 
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8.3.3 メッシュ分割等 （新規） 
 

8.3.3.1 貨物タンク支持構造 （新規） 
 

-1. 1 編 8.3.3.1-2.の適用にあたり，ターゲットホール

ドにおける貨物タンク支持構造及びその周辺構造は 50 
mm×50 mm 以下のメッシュサイズで再現しなければな

らない。当該周辺構造は，貨物タンク支持構造から 10 要

素分の範囲を原則とする。 
-2. 前-1.の適用にあたり，1 編 8.3.3.1-1.に規定する典

型的なメッシュサイズでモデル化された箇所との間は，

メッシュサイズが滑らかに変化するようにしなければ

ならない。 
-3. 前-1.の適用にあたり，貨物タンク支持構造にある

開口は，当該形状を再現するか，又は，その位置及び大

きさに相当する要素を取除くことによりモデル化しな

ければならない。 

 
 

8.3.4 その他 （新規） 
 

8.3.4.1 接触及び摩擦 （新規） 
 

貨物タンク及び支持構造の接触部にあっては，2-9 編

8.3.4 の規定に従い接触及び摩擦を考慮しなければなら

ない。 
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8.4 境界条件及び荷重条件 （新規）  

8.4.1 境界条件 （新規） 
 

8.4.1.1  （新規） 
 

1 編 8.5.1 を適用するにあたって，境界条件は，2-8 編

8.4.1 の規定によらなければならない。  
 

8.4.2 荷重条件 （新規） 
 

8.4.2.1 考慮する荷重 （新規） 
 

1 編 8.5.2 の適用にあたって，4.4 に規定する追加要件

に基づく荷重も考慮しなければならない。  
 

8.4.2.2 構造モデルへのモーメント付与方法 （新規） 
 

1 編 8.5.2 を適用するにあたって，2-8 編 8.4.2 の規定

によらなければならない。 

 

 
 

8.5 強度評価 （新規）  

8.5.1 降伏強度評価 （新規） 
 

8.5.1.1 典型的なメッシュサイズにおける評価基準 （新規） 
 

-1. 1編 8.3.3.1-1.に規定する典型的なメッシュサイズ

の範囲における降伏強度評価は，1 編 8.6.1 の規定によ

らなければならない。 
-2. 30 度静的横傾斜状態における許容降伏使用係数

𝜆௬௣௘௥௠は，1.0 にしなければならない。 
-3. 衝突状態及び浸水状態（IGC）における許容降伏
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使用係数𝜆௬௣௘௥௠は，次の算式によらなければならない。 
𝜆௬ ൑ 𝜆௣௘௥௠ 
𝜆௬： 降伏使用係数で，次の算式による。ロッ

ド要素又はビーム要素の場合は，𝜎௘௤を𝜎௔に読み

替えること。 

𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤
𝜎௒

 

𝜆௣௘௥௠： 許容降伏使用係数で，1.0 とする。 

8.5.1.2 細かいメッシュサイズでモデル化した範囲に

おける評価基準 
（新規） 

 

-1. 8.3.3.1 に規定するメッシュサイズを適用した箇

所における降伏強度評価の基準は，応力集中部を除き，

次の算式によらなければならない。その際，1 編 8.3.3.1
に規定する典型的なメッシュサイズの範囲にある要素

の応力を平均した値を用いて差し支えない。ただし，構

造不連続箇所を跨いで平均してはならない。 
𝜆௬ ൑ 𝜆௣௘௥௠ 
𝜆௬： 降伏使用係数で，次の算式による。 

𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤

235/𝐾 

𝜆௣௘௥௠： 許容降伏使用係数で，1.0 とする。 
-2. 応力集中部にあっては，次の基準に従い降伏強度

評価を行わなければならない。 
𝜆௬ ൑ 𝜆௣௘௥௠ 
𝜆௬： 降伏使用係数で，次による。 

(1) 衝突状態及び浸水状態（IGC）以外の設計荷重シ

ナリオにおける船体構造 
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𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤

𝐶௙௔𝐶௠ ∙ 235/𝐾 

𝐶௙௔： 疲労に対する係数で，1.0 とす

る。 
𝐶௠： 溶接に接しない要素の場合，1.7
とする。溶接に接する要素の場合，1.5 とす

る。 
(2) 衝突状態及び浸水状態（IGC）以外の設計荷重シ

ナリオにおける貨物タンク支持構造 

𝜆௬ ൌ
𝜎௘௤

𝐶௙௔𝐶௠𝜎௒
 

𝐶௙௔，𝐶௠： 前(1)による。 
(3) 衝突状態及び浸水状態（IGC） 

𝜆௬ ൌ
ఙ೐೜

ଵ.଼଻ఙೊ
  

8.5.2 座屈強度評価 （新規） 
 

8.5.2.1 評価基準 （新規） 
 

30 度静的横傾斜状態，衝突状態における許容座屈使

用係数𝜂௔௟௟は，1.0 にしなければならない。  
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高速船規則 高速船規則  

1 編 総則 1 編 総則  

1 章 通則 1 章 通則  

1.2 船級符号への付記 1.2 船級符号への付記  

1.2.4 船体構造・艤装等 1.2.4 船体構造・艤装等 
 

-7. 1.1.9 の規定により鋼船規則 GF 編の適用を受け

た船舶については，鋼船規則 A 編 1.2.4-33.の規定によ

る。 

-7. 1.1.9 の規定により鋼船規則 GF 編の適用を受け

た船舶については，鋼船規則 A 編 1.2.4-32.の規定によ

る。 

参照先の修正 
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鋼船規則検査要領 A 編 総則 鋼船規則検査要領 A 編 総則  

A1 通則 A1 通則  

A1.2  船級符号への付記 A1.2  船級符号への付記  

A1.2.4 船体構造・艤装 A1.2.4 船体構造・艤装 
 

-3. 規則 A 編 1.2.4-1.，-2.，-3.及び-29.の適用上，特定

の貨物を運送するために設計された船舶については，船

級登録原簿に注記としてその旨を記載する。 
（-4.は省略） 

-3. 規則 A 編 1.2.4-1.，-2.，-3.及び-28.の適用上，特定

の貨物を運送するために設計された船舶については，船

級登録原簿に注記としてその旨を記載する。 
（-4.省略） 

参照先の修正 

-5. 規則 A 編 1.2.4-15.及び-16.の適用上，計画水深，設

計外力等の設計条件については，船級登録原簿に注記と

して記載する。 

-5. 規則 A 編 1.2.4-14.及び-15.の適用上，計画水深，設

計外力等の設計条件については，船級登録原簿に注記と

して記載する。 

 

-6. 規則 A 編 1.2.4-18.の適用上，設計深度等の設計条

件については，船級登録原簿に注記として記載する。 
-6. 規則 A 編 1.2.4-17.の適用上，設計深度等の設計条件

については，船級登録原簿に注記として記載する。 
 

-7. 規則 A 編 1.2.4-26.の適用上，同 1.2.4-7.の適用を受

けた船舶に対して“GRAB”を付記する場合については，

以下の例によること。 
（例） (BC-XII, GRAB) 

-7. 規則 A 編 1.2.4-25.の適用上，同 1.2.4-7.の適用を受

けた船舶に対して“GRAB”を付記する場合については，

以下の例によること。 
（例） (BC-XII, GRAB) 

 

-8. 規則 A 編 1.2.4-33.の適用上，燃料の種類は，次の要

領に従って追記する。 
(1) 天然ガスを燃料として使用する場合：“Gas or 

Low-flashpoint Fuel / Natural Gas”（略号 GLF/NG） 
(2) その他の燃料を使用する場合：代替燃料船ガイ

ドラインによること 

-8. 規則 A 編 1.2.4-32.の適用上，燃料の種類は，次の要

領に従って追記する。 
(1) 天然ガスを燃料として使用する場合：“Gas or 

Low-flashpoint Fuel / Natural Gas”（略号 GLF/NG） 
(2) その他の燃料を使用する場合：代替燃料船ガイ

ドラインによること 

 

-9. 規則 A 編 1.2.4-34.の適用上，燃料の種類は，次の要 -9. 規則 A 編 1.2.4-33.の適用上，燃料の種類は，次の要  
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領に従って追記する。 
(1) 天然ガスを燃料として使用する場合：“Cargo as 

Fuel / Natural Gas”（略号 CF/NG） 
(2) その他の燃料を使用する場合：代替燃料船ガイ

ドラインによること 

領に従って追記する。 
(1) 天然ガスを燃料として使用する場合：“Cargo as 

Fuel / Natural Gas”（略号 CF/NG） 
(2) その他の燃料を使用する場合：代替燃料船ガイ

ドラインによること 
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鋼船規則検査要領 C 編 船体構造 
及び船体艤装 

鋼船規則検査要領 C 編 船体構造 
及び船体艤装 

 

1 編 共通 1 編 共通  

C7 主要支持構造強度 C7 主要支持構造強度  

C7.2 単純桁 C7.2 単純桁  

C7.2.2 強度評価 C7.2.2 強度評価 
 

C7.2.2.1 一般 C7.2.2.1 一般 
 

-1. 規則 C 編 1 編 7.2.2.1-1.の適用にあたって，ウェ

ブフレームの評価で考慮するモーメント及びせん断力

は，表 C7.2.2-1 による。 
-2. 片持梁構造にあっては，次の(1)及び(2)の規定に

よる。 
(1) ウェブの深さは，ブラケットの内端から徐々に

減じて，片持梁の先端ではブラケットの内端に

おける深さの 50%として差し支えない。 
(2) 面材の断面積は，ブラケットの内端から徐々に

減じて，片持梁の先端部ではブラケットの内端

における断面積の 60%として差し支えない。 
 

規則 C 編 1 編 7.2.2.1-1.の適用にあたって，ウェブフ

レームの評価で考慮するモーメント及びせん断力は，表

C7.2.2-1 による。 
 

 
 
 
 
規則 7.2.6.1 から移設 
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C7.4 ピラー，ストラット等 （新規）  

C7.4.2 部材寸法要件 （新規） 
 

C7.4.2.1 座屈強度要件（オイラー座屈） （新規） 
 

規則 C 編 1 編 7.4.2.1 の適用にあたって，ピラーを評

価対象とする場合，次の(1)及び(2)によることを標準と

する。 
(1) ピラーが受け持つ甲板荷重又は青波荷重の面積

は次の算式による。 

𝑆𝑏（m
2
） 

𝑆: ピラーからその前後のピラー又は隔壁

防撓材若しくは防撓桁の内面に至る各

区間の中心間の距離（m）（図 C7.4.2-1.参
照） 

𝑏: ピラーからその左右のピラー又はフレ

ームの内面に至る各区間の中心間の距

離（m）（図 C7.4.2-1.参照） 
(2) 上部甲板間ピラーから評価対象のピラーへ伝達

される荷重は，次の算式による。ただし，縦通断

面におけるピラーの配置が，船幅方向へ等間隔

に連続していることを前提とする。 

𝑘଴𝑤଴（𝑘𝑁） 

𝑘଴： 当該ピラーから甲板間ピラーま

での水平距離 ai（m）と，当該ピラーか

らピラー又は隔壁までの距離 lj（m）に応

じ，次の算式による値（図 C7.4.2-1.参照） 

 改正内容(7) ピラーの

座屈強度評価に用い

る荷重の明確化 
ピラーが受け持つ甲

板荷重又は青波荷重

の面積及び上部甲板

間ピラーから評価対

象のピラーへ伝達さ

れる荷重の算出方法

を参考として要領に

規定する。 
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2ቆ
𝑎௜
𝑙௝
ቇ
ଷ

െ 3ቆ
𝑎௜
𝑙௝
ቇ
ଶ

൅ 1 

𝑤଴： 上部甲板間ピラーが支持する荷

重（kN） 
 

図 C7.4.2-1.  S，b 等の測り方 

 
 

（新規） 
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C8 貨物倉解析による強度評価 C8 貨物倉解析による強度評価  

C8.3 構造モデル C8.3 構造モデル  

C8.3.3 メッシュ分割等 C8.3.3 メッシュ分割等 
 

C8.3.3.5 局所モデル C8.3.3.5 局所モデル 
 

-1. 規則 C 編 1 編 8.3.3.5 の適用にあたって，局所モ

デルの評価対象範囲において適切な構造応答が得られ

るよう，細かいメッシュでモデル化する範囲を決定する

こと。また，局所モデルの端部は，貨物倉を再現したモ

デルの主要支持部材と一致させること。 
-2. 規則 C 編 1 編 8.3.3.5-1.の適用にあたって，応力

集中部を評価する場合のメッシュ分割は次の(1)から(3)
による。 

(1) 局所モデルのうち評価箇所及びその近傍のメッ

シュサイズを 50 mmൈ50 mm以下とすることを標

準とする。 
(2) 評価箇所から全方向に少なくとも 10要素につい

ては，前(1)の規定に従う。 
(3) 評価箇所の構造応答に影響を与えることが見込

まれる部材や小開口はモデル化する。また，前(1)
に基づき，50 mmൈ50 mm 以下のサイズでメッシ

ュ分割する範囲においては，小さなブラケット

やブラケットに付く面材もモデル化する。 
-3. 規則 C 編 1 編 8.3.3.5-3.の適用にあたって，局所

モデルの端部の節点に，貨物倉を再現した構造モデルを

用いた解析結果から得られる節点の変位を与える方法

-1. 規則 C 編 8.3.3.5 の適用にあたって，局所モデル

の評価対象範囲において適切な構造応答が得られるよ

う，細かいメッシュでモデル化する範囲を決定するこ

と。また，局所モデルの端部は，貨物倉を再現したモデ

ルの主要支持部材と一致させること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2. 規則 C 編 8.3.3.5-3.の適用にあたって，局所モデ

ルの端部の節点に，貨物倉を再現した構造モデルを用い

た解析結果から得られる節点の変位を与える方法を用

改正内容(8) 任意の応

力集中部の強度評価 
 
任意で応力集中部を

評価する場合の許容

基準を規定する。 
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を用いること。これらのモデルの節点が一致しない場

合，多点拘束を用いた上で節点に変位を与える等して差

し支えない。 

 

いること。これらのモデルの節点が一致しない場合，多

点拘束を用いた上で節点に変位を与える等して差し支

えない。 

C8.6 強度評価 C8.6 強度評価  

C8.6.1 降伏強度評価 （新規） 
 

C8.6.1.2 一般 （新規） 
 

規則 C 編 1 編 8.6.1.2-2.にいう「本会の適当と認める

ところによる。」とは，C8.3.3.5-2.に規定するメッシュを

用いて解析により得られた応力が次の基準に従うこと

をいう。 
(1) 50 mmൈ50 mm サイズのメッシュサイズに対して

は，次による。 
𝜆௙ ൑ 𝜆௙௣௘௥௠ 

𝜆௙： 降伏使用係数で，次による。 

𝜆௙ ൌ
𝜎௘௤

𝐶௙௔𝐶௠ ∙ 235/𝐾 

𝜎௘௤： 参照応力で，規則 C 編 1 編 8.6.1.1
による。 

𝐶௙௔： 疲労に対する係数で，1.0 とする。

ただし，規則 C 編 1 編 9 章に規

定する疲労強度評価の基準を満

足する構造に対しては，1.2 とす

る。 
𝐶௠： 表 8.6.1-1.による。 

𝜆௙௣௘௥௠： 許容降伏使用係数で，1.0 とする。 

 
任意で応力集中部を

評価する場合の許容

基準を規定する。 
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(2) 50 mmൈ50 mm サイズのメッシュより細かいメッ

シュを用いる場合，50 mmൈ50 mm のメッシュに

相当する範囲で，複数要素の応力を平均した値

を参照応力として差し支えない。 
 

表 8.6.1-1. 𝐶௠の値 
 溶接に接しない要素 溶接に接する要素 

最大荷重状態 1.70 1.50 
上記以外 1.36 1.20 

 
 

附  則 
 

1. この改正は，2026 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約が行われた船舶にあっては，この改正による規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 
3. 前 2.にかかわらず，申込みがあれば，この改正による規定を施行日前に建造契約が行われた船舶に適用

することができる。 
4. 全面改正された鋼船規則 C 編（2022 年 7 月 1 日 規則 第 61 号）及び同検査要領（2022 年 7 月 1 日 達 

第 46 号）前の鋼船規則 C 編及び同検査要領（以下，規則 旧 C 編及び検査要領 旧 C 編）が適用される

船舶であって，この規則の施行日以降に建造契約が行われたものにあっては，次に示す規定にこの規則を

適用する。 
 規則 旧 C 編 12.7.2 
 検査要領 旧 C 編 15.4.1 
 附属書 C32.2.8-1. 2.2.3 

 

 


